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審議会等の会議結果報告 

 

１．会議名 第５回津市総合計画審議会 

２．開催日時 平成１９年７月５日（木） 

午後１時３０分から午後５時１０分まで 

３．開催場所 津中央公民館２階 会議室 

４．出席した者の氏名 （総合計画審議会委員） 

村澤忠司会長、北村早都子副会長、阿部 勲委員、生川介彦委員、 

今井幹雄委員、内山則夫委員、大窪久美子委員、大田武士委員、 

岡野茂樹委員、柏木はるみ委員、川西紀美委員、木下美佐子委員、 

小泉忠子委員、櫻井しのぶ委員、杉田勝哉委員、西川正志委員、 

濱野 章委員、前田洋明委員、別所千万男委員、水井悦雄委員、 

矢沢 祥委員、吉田 壽委員、若浪 常委員 

（事務局） 

 渡邉副市長、宮武市長公室長、渡瀨市長公室次長、野呂まちづくり計画

担当参事(兼)政策課長、石井まちづくり計画担当副参事、葛井まちづく

り計画担当副参事、伊藤まちづくり計画担当副参事、澤井政策担当副主

幹、長井主査 

５．内容 １ 各班からの意見発表について 

 ⑴ 第１班 安全安心のまちづくりグループ 

 ⑵ 第２班 豊かな文化と心を育むまちづくりグループ 

 ⑶ 第３班 活力あるまちづくりグループ 

２ 全体討議及びまとめ 

３ その他 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 ０人 

８．担当 市長公室政策課政策担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２９６ 

Ｅ－ｍａｉｌ 229-3101@city.tsu.lg.jp 

 

 ・議事の内容  下記のとおり 

 

まちづくり計

画担当副参事 

 

 

 

 

渡邉副市長 

 

お待たせをいたしました。本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして、ありが

とうございます。お時間になりましたので、ただいまから、第５回津市総合計画審議

会を、開催させていただきます。 

開会に当たりまして、副市長の渡邉から一言御挨拶申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

 

こんにちは。副市長の渡邉でございます。 

 委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 
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まちづくり計

画担当副参事 

 

 開会に当たりまして、私から一言御挨拶申し上げます。 

 さて、本日の審議会では、前回の審議会から委員の皆様方が、安全安心のまちづく

りグループ、豊かな文化と心を育むまちづくりグループ、活力あるまちづくりグルー

プの３つのグループに分かれていただき、ワークショップ形式で熱心にご議論いただ

いた成果についての発表していただくと聞いております。 

 市でも、「安全・安心のまちづくり」、「人づくり、市民参加・協働のまちづくり」

及び「活力のあるまちづくり」の３つを市政運営の柱として、元気な津市づくりを目

指した取組を進めておりますが、本日は、委員の皆様からの貴重なご意見、ご提言を

お聞かせいただこうと考えています。 

 また、本日、発表していただきます内容につきましては、これまでにいただきまし

たご意見やご提言と合わせて、現在作成を進めております基本構想、そして、基本計

画試案作成のための貴重な資料とさせていただきたいと考えていますので、よろしく

お願いいたします。 

 

 それでは、さっそく審議会を進めてまいりたいと思いますが、本日、委員の方々の

うち、井坂委員様、川端委員様、須山委員様、竹林委員様、中山委員様、畑井委員様、

若林委員様におかれましては、所用により欠席との連絡をいただいております。また、

北村副会長様につきましては、所用のため少し遅れられるとのご連絡をいただいてお

りますので、よろしくお願いします。 

それでは、早速、議事に移っていただきたいと思いますが、本日の審議内容でござ

いますが、前回の審議会以降、３つのグループに分かれていただき、委員の皆様方で

課題整理を進めていただいてきておりますが、今回は、その内容についての発表やそ

れに伴う意見交換等を中心に進めてまいりたいと考えておりまので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、津市総合計画審議会条例第６条の規定によりまして、会長が議長と定め

られておりますので、会長に会議の進行を、お願いをしたいと存じます。会長、よろ

しくお願いいたします。 

 

村澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは皆さん、改めましてこんにちは。お忙しい中、多くの方がご出席いただき

まして、ありがとうございます。それでは、会議を進めさせていただきます。 

 先ほど、事務局のほうから説明いただきましたように、本日は、委員３０名のうち

現時点で８名の方が欠席、２２名の方が出席ということで、津市総合計画審議会第６

条第２項の規定によりまして、会議の開催要件を満たしております。したがって、会

議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、本日の会議録署名委員をお二人、前回に従いまして名簿の順で指名させてい

ただきます。本日の署名委員は、川西委員、木下委員の２名にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事のほうを進めていきたいと思います。それでは、事項書に従いまし

て、議事を進めていきたいと存じますが、まず、委員の皆さんに一点ご了解いただき

たい事項がございます。 
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村澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１班 

 今回の審議会での意見発表のもようについて、市の方からケーブルテレビの行政チ

ャンネル、６チャンネルですけれど、そこで紹介させていただきたい旨の申し入れが

ありました。今日、すでにカメラを持って来ていただいておりますが、市広報広聴課

により収録・編集の上、６ｃｈの行政チャンネル内の「プラザ津」という番組で、後

日、市民の皆さんに放映させていただきたいとのことです。本会議は、公開の会議で

すし、まちづくりについて、委員の皆さんが熱心に議論されている内容をテレビを通

じてお知らせしていくことも大切なことだと思いますので、委員の皆さんもご了解い

ただければと思うのですが、いかがですか。 

 

（了解の声あり） 

 

 それでは、とりあえず今日は、内容をビデオに撮っておいていただき、７月の最終

週くらいになると思いますが、編集した上で、放映していただくこととしたいと思い

ます。 

 さて、それでは各班からの意見発表を進めていきたいと思いますが、第１班から順

番に代表の方に発表していただき、発表内容について質問等を少し受けていただく形

式で進めていきたいと思います。発表時間ですが、短くても構いませんが、最大で

20分以内にまとめていただき、その後10分程度、他の委員さんから質問等を受けて

いただいたり、同じ班の委員さんから補足等があれば、おっしゃっていただいたりす

る時間を設けたいと思います。 それで、３つの班の発表を終えますと、だいたい３

時３０分ごろになると思いますので、休憩を入れた後、全体での討議をしていただき

たいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、第１班「安全安心のまちづくりグループ」からの発表をお願いします。 

 

 それでは、順番に発表のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。お手元の資

料の確認でございますが、あらかじめ、各班から資料を出していただいております。 

 まず、確認でございますが、「安全安心のまちづくりグループ①」と書いた、横書

きの表がまず一番目の資料でございます。２番目といたしまして、ホチキス止めで「②

豊かな文化と心を育むまちづくりグループ」の資料が１点でございます。次に第３班

の「活力あるまちづくりグループ」につきましては、冊子状に綴じたものがひとつ、

資料１でございます。次に資料２としまして、ホチキス止めの資料。そして、これは

資料３といたしましてワーキング結果のまとめでございます。さらにもう１点でござ

いますが、パワーポイントで説明をいただきますので、それのカラー刷りの資料を付

けさせいただきますので、よろしくお願いします。 

 なお、時間の目安ということで、左後ろのほうで、発表開始の合図、並びに残り時

間、あと何分経過ということで合図をさせていただきますので、ご協力のほうをよろ

しくお願いいたしたいと思います。それでは、発表のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

 

 皆様、こんにちは。第１班の安心安全のまちづくりグループ、第１番目に発表をさ
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柏木班長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せていただきます。まず、私どものメンバーからご紹介させていただきます。恐れ入

りますが、メンバーの皆さん、お立ちいただいてよろしいでしょうか。よろしくお願

いします。私どもの班は、９名の委員で構成されておりました。北村副会長はちょっ

とご欠席ですが、途中でいらっしゃるということですが北村副会長、木下委員、櫻井

委員、中山委員はご欠席ですね。西川委員、吉田委員、そして若浪委員、若林委員は

ご欠席ですが、以上９名でワークショップ議論を進めてまいりました。私のほうから、

とりあえずご説明をいたしますが、補足については各専門分野をお持ちの委員さんか

ら補足をしていただくようにお願いしてありますので、よろしくお願いいたします。 

 安心安全のまちづくりグループの資料ですが、Ａ４の１枚でまとめさせていただき

ました。まず、安心安全のまちづくり、どういうまちづくりだろうという議論からは

じまりました。まず、開催した日時ですが、６月１５日、６月２８日、そしてまとめ

の７月１日、３回でまとめをいたしました。欠席者の方にはレポートを出していただ

き、最大限、そのご意見、レポートを議論しながら進めました。 

 第１回目はほとんど防災についてという議論で終始いたしました。２回目に子育て

環境とか、環境についてという議論に入っていきました。それぐらい私たちの委員に

とっては、防災ということが重要なテーマだと。安心安全の根本は防災に強いまちと

いうことだったと思います。 

 また、「安心安全づくり」とはいったいどういうことだろうという点については、

まず、安心安全の前提としては安定がなければいけない。安定、人の安定というのは

経済の安定もありますが、気持ちの安定もあるというところから、やはり地域に根ざ

した安心安全づくりが大事ではないかというところに大きな目標を置きました。経済

の活性化等については、ほかの班の議論に委ねた形になりました。 

 大きくなった津市ですが、地域性はあり、それぞれの考え方もある。一つにするべ

きことは一つにしていく必要があるけれども、残すべきもの、大切にするべきものを

無理矢理に一つにすることはできないのではないかということです。たとえば、旧津

市をとってみましても若者の多い地域、高齢化が非常に進んでいる地域、さまざまで

す。また、河芸町と美杉町を同じ環境として捉えることはできません。少子高齢化の

率も全く違うものです。今後の展開についても同じような方向性をたどっていくとい

うことではないのではないか。したがって、地域に根ざしたというところに重点を置

きました。これをまず、大きな目標に捉えて議論をしていこうということになりまし

た。これは、最終的にも６月２８日でも、私たちの大きな目標にしようということが

強調したい点であろうかと思います。 

 そして、議論を進めてまいりましたが、まず、理念ということを考えなければいけ

ない。いろんな安心安全のテーマはあるが、防災が一番重要であるという中で、そこ

からどういう理念で、このまちづくりをしていくべきかと考えたときに、まずユニバ

ーサルデザインのまちづくりが一つです。二つ目は、地域に根ざしたというところは

重複して書かれていますが、やはりそこを強調したくて、だぶらせて書きました。い

わゆる生活圏を考慮した拠点づくりをしていく必要がある。これが、地域に根ざした

ということです。 

 ３番目が、市民と行政の協働が、これからの津市にはどうしても必要な部分です。
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大変財政も厳しい折ですし、財政だけの問題ではありませんが、一人ひとりの地域の

声を生かしていくことから、その地域に根ざしたまちづくりが始まっていく。トップ

ダウンではないというところ、から市民の一人ひとりの自覚も大事ですが、地域参画

のシステムをきちっとつくっていくことが大事であるということです。できれば、予

算の段階から、あるいは計画づくりの段階から、今回でも総合計画をしっかり自分た

ちで議論していくというスタンスで、これから進んでいけたらいいという意味です。 

 三つの理念を柱として、すべての施策に通していきたいと考えました。そして、そ

の理念の中に、「防災に強いまちづくり」が一つあり、２６日の会議からは「子育て

環境の充実」と「環境問題」という二つのテーマが加わりまして、大きく三つのテー

マについて真剣な議論を進めてまいりました。 

 では、ユニバーサルデザインのまちづくりでは、防災は、何が必要なのかというふ

うに考えてみました。これは具体的な政策にかかわっていく、つなげていただきたい

という部分で書き上げました。 

 救急拠点の設置ということです。これは、あとで補足もお願いしようと思いますが、

一次救急、二次救急、三次救急のシステムが、津市の中では全くおぼつかない状況で

ある。防災の際には、おそらく平時でも大変な状況ですから、防災の際にはきっと思

いがけない事態が生じるのではないか。津市内では、けが人や緊急に救急が必要な方

は対応が難しいのではないかということで、ここは強調点です。強調点、あるいはす

ぐにすみやかにしてほしい点は二重丸をつけました。一重丸は、中期的にいわゆる３

年から５年をめどに実現していただきたいという意味で書きました。 

 ３年から５年というのは、新市まちづくり計画の中でも「３年から５年を目途にす

べての政策を」という文言が多く出てきますので、中期の段階では施策の方向性、あ

るいは施策を実現できるようなスピードで当たっていただきたいというふうに二重

丸、丸印を読んでいただけたらと思います。 

 救急拠点の設置。２番目が安心安全な道路、道路づくりということです。これは、

ユニバーサルデザインの視点からですので、人に優しい道づくり、バリアフリー化と

いうことです。防災の際に、災害が起きた際に道がどれだけ機能するかというと、大

変おぼつかない状況かもしれません。寸断されてしまって、使えないかもしれません

が、つくるときには道路はきちっとユニバーサルデザインの視点でつくっていただき

たいということです。 

 これをさらに一歩深めまして、道路計画だけではなく、総合計画とリンクする重要

な都市計画づくりの段階から、きちっとした計画をもって道路づくりに当たっていた

だきたいということです。 

 そして、次が「誰にもわかる情報、防災無線、ラジオ」というふうに書きましたが、

防災の際の、災害が発生した際の情報の受発信。第一次情報の受信によって、その人

の行動が変わっていくという意見が出されました。周辺においては、防災無線という

ものが設置されている所もありますが、市内うちにおいては防災無線はありません。

これは地域の方からの意見もあったのですが、ラジオをつけなさい、テレビをつけな

さいということがあっても、やはり市民に平等に一次緊急事態がわかる情報がすぐに

入れば、対応が変わってくる。あるいは市内を広報課、広報車が回るということもあ
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りますが、道路が寸断された状況ではそういうことはあり得ないのではないかという

ことで、最低限すべての人に一次情報、緊急情報が入るようなシステムをつくってく

ださいということです。 

 個人的な努力としては、カーラジオもあるし、乾電池のラジオを備えておくという

ことは当然なんですが、行政のするべき役割にも議論が及びました。 

 ２番目、子育て環境です。里山児童館という意見が出ました。イメージとしまして

は神戸の里山に里山児童館をつくったらどうだろうかということです。自然の中で子

供たちに自然体験、自然と人の共生ということを考えて学んでもらうような場所をつ

くりたい。子供のことだったら、そこに行ったらすべてがわかるというような場所が

どうしても必要だろうと。遊びの広場等々ありますが、それを総合的にひとつ統括す

るような場所が必要だという意味です。 

 中学校給食、地産地消、食育などを配慮し、これは食べものの流通経路にまで話が

及びましたが、中学校給食の実現を一刻も早くということです。 

 幼保一元化についても、お願いしたいということです。利用者の立場からしてみま

すと、幼稚園と保育所の入所基準が違っていますし、とても煩雑な部分もありますし、

今、幼保を分ける理由というのもあまり明確ではないわけですから幼保一元化。市内

うちと周辺との整合性のためにも進めていただきたいということです。 

 環境についてです。里山保全と書きましたが、この意味は自分たちが、私が住んで

いる場所、環境も含めてです。広くなりましたから山間部の方、中山間部の方、都市

部の方、いろんな方が住んでいますが、津市の都市環境を一体と考えて環境保全を進

めてくださいという意味です。 

 自然エネルギーの推進、これも新しい自然エネルギーの推進も視野において、進め

ていただきたい。さらにCO2対策という点でもお願いしますという意味です。 

 ２番目の防災、生活圏を考慮した拠点づくりですが、災害時等の要支援・要援護者

台帳、それから、自主防災会の充実。訓練の回数を頻繁にしてほしいという意見が出

ました。老人会の自立と他団体との連携、社会福祉協議会とＮＰＯの受け入れの体制

について意見が出ましたが、これは大きくくって、大きくなった津市の社会福祉協議

会の役割が非常に大きいという意味です。社会福祉協議会と地区社協、行政との連携

があってこそ、地域に根ざしたというところが実現するということで、社会福祉協議

会からは担当の方からもご意見が出ましたし、一層の充実が求められるということで

す。 

 子育て環境の充実、市内うちに出来ました空施設の活用を進めて地域に根ざした拠

点をつくっていただきたいということです。そして、その総合的に置かれたものが、

里山の児童館というような位置付けになるといいなという意味です。 

 学童保育の充実、子育てが終わった女性などによる子育て支援。子育て支援が重要

政策、少子高齢化を食い止めていく、あるいは孤立する母親を少なくするためにも、

働く母親の自立のためにも、子供の人権のためにも、この視点はより進めていただき

たいということです。 

 環境についてです。地域内循環型リサイクル特区、こういうものをつくってみては

どうだろうかというアイデアが出ました。ぜひ、ご検討いただきたいと思います。 
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 地産地消ネットワークの強化、これも環境に配慮し、それから健康にも配慮した食

べものを口に入るような環境をつくっていただきたい。そして、一次産業の振興とい

うことも視野に入れていきたいという意味です。 

 ３番目の市民と行政の協働、市民参画ということですが。防災においてはフォーラ

ム等啓発事業を進めていただきたい。これは、医療も含めた啓発を進めていただくと

いうことです。市民は知っているようで意外と知らないというところがありますの

で、まず、啓発から入っていって防災の意識を高めていくという方法があるのではな

いかという意味です。 

 その下ですが、社協、行政、地区社協と書きましたが、同じような視点ですが参画

のもとに地域の充実のために社協、地域の充実をしていきたいということです。 

 子育て環境の充実です。これは人権施策の一層の充実ということで、子供の人権、

男女共同参画の推進、実現。母子単身の子育ての支援。それから、父親が育児に参画

できるような制度もありますが、福祉においては母子、父子手帳マタニティー手帳な

どもつくってみてはどうでしょうかという意見が出ました。子育てサポートセンター

もほぼ、機能しているとは聞いておりますが、さらに一層の充実。子育てが終わった

女性など、あるいはもっと時間のある方がどんどん子育てにかかわっていく。子育て

は、その学年が終わってしまいますと終わってしまうようなイメージがあるのです

が、経験のある人が子育て、子供をサポートしていくということは、若い母親にとっ

てはとても安心なことであるということから意見が出ました。 

 環境ですが、ごみ袋の有料化。有料化による収入は環境に使うということですが、

環境に配慮しようという意識はみなさんがあるんですが、実際にはごみ袋を有料化し

てでも、便利さばかりの追求ではなく環境にかかわる、必ずごみは出ますので、リス

クの部分で引き受けようではないかという意識が必要ではないか。 

 また、白山町の三ケ野に今、計画されている最終処理ごみ処分場の話ですが、そこ

だけの負担ではなく、おしなべて市民がやはりそこに関心を向けるためにも有料化も

やむを得ないのではないかという意見です。これもごみ政策に関してフォーラム等の

啓発や子供には環境学習をどんどん進めていっていただきたいという意見です。 

 市民においては、エコバッグの自助努力。それから行政においては、企業、スーパ

ーマーケット等、生産、第二次産業、一次産業との連携がもっと必要ではないかとい

う意見が出されました。 

 説明は一応、終了いたしますが、最後に私どもの委員の中から「津市ってどんなま

ちなんだろうな」ということで意見が出ました。環境都市というふうにもいえないし、

文化都市というふうに胸も張れないし、安心安全な都市と大船に乗って生活ができる

ような環境にもないし、産業都市でもない。観光都市というほど、他市に比べて立派

な観光施設、観光施策があるわけでもない。どうしたらいいんだろうか。このあたり

は、皆さんと議論を進めていく必要があるのではないかという意見がありました。 

 そして、安心安全なまちにしましても、継続していけるまちということを考えまし

ても、若い人が住みたい津市をつくっていく必要がある。ほどほどになんでもあるか

もしれないけれども、「津市ってこんなまち」といえるようなまちを、みんなでこの

総合計画の中で、つくれたらいいなあというまとめもございました。 
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 以上、報告を終わらせていただきますが、あとは質疑応答に移ります。よろしくお

願いします。 

  

 ありがとうございました。ちょっとお待ちくださいね。今、第１班のほうで報告を

いただいたのですけれども、１班の委員の方で、何か補足することがございましたら、

いかがでしょう？ 

 

木下と申します。防災の所で救急拠点の設置というところが、非常に医療にかかわ

ることでも救急医療。特に防災だったらなおのこと、非常に不安定な心配なところが

すごく多々あるということを、同じ班の吉田委員のほうから聞かせていただきました

ので、ちょっとここも補足して、皆さんに共有意識として持っていただきたいなと思

いまして、一言、言わせていただきました。お願いします。 

 

 それでは、吉田委員のほうから、よろしくお願いいたします。 

 

 医師会の吉田でございます。１班の安心安全ですね。これは、一般に生命の安全安

心、それから財産の安心安全ですか、そういうことを意味しておりますけれども。や

はり生命の安心安全ということに関しましては、やはり救急医療を充実させるという

ことが、最も大事なことだと思っております。私も第三次救急で、県庁へお願いに行

ったこともあるのですが、救急救命センターをつくれということを要望しているので

すけれども、全然相手にされずに現在に至っておるという感じなものですから、今の

状態ですと、急に重い病気で倒れても、本当に助けることができるのかなあと、その

ように私は思っております。 

 それで、救急施設というのは、一次から三次まであるわけですが、一次は入院を必

要としない患者さん、二次は入院を必要とする患者さんです。三次は本当に緊急に手

術したり処置しないと助からないという患者さんです。一次と二次は市の責任で設備

をつくる。三次は県の担当と、こういうふうに分かれておるのです。だけど、救急患

者というのは、そんなに一次か、二次、三次とはっきり分かれているものではないも

のですから、これは一体化してつくらなければ駄目だと、私は思います。 

 現在、一次救急というのは、どのような状況になっておるかといいますと、小児は

５年ほど前から、三重病院の所に今、ありますけれども、夜間の応急クリニックとい

うのを小児科の先生が輪番で回しておりまして、これは全国的にも先駆けた事業でご

ざいまして、新聞などでもよく取り上げられました。ですから、小児救急は非常に津

は進んでいるのですが。成人の救急になりますと、今の所は二次病院に大半の患者さ

んが詰めかけているのです。そうしますと、二次というのはだいたい先ほども申しま

したように入院患者さんを扱う施設でございますので、そこへ、入院を必要としない

患者さんが、だっと来ると、実際にその重傷の患者さんを後に回すというような現象

になってきておりまして、非常に都合が悪い状況に、今、なっております。 

 それで、この11月から成人の夜間応急クリニックというものを開くことにしまし

た。これは、暫定的に市のリージョンプラザ内につくらせていただいて、11月から
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第２班 

大田班長 

 

 

 

 

開始させていただきます。それから、二次救急も津市が、久居、一志も入ったもので、

非常に大きくなりまして、これも病院数を増やさないと、とても対応できない状態に

なっておるものですから、４病院ぐらい普通の輪番病院に入っていただきまして、一

晩に２病院が担当して、なんとかカバー仕合うというか、そのような体制に11月か

らするようになりました。 

 それで、ここで要望でございますけれども、そのリージョンプラザの施設というの

は、まだ応急的なものでございますので、非常に手狭ですし、駐車場もほとんどない

という状況でございますので、公共施設、津市のまちづくりの中にぜひ早急に入れて

いただいてということで、要望させていただきました。よろしくお願いします。 

 それから、防災にその公共施設は使えますように自家発電から、貯水槽からガス、

ヘリポートですね。そういうようなものを設備した立派な施設を公共施設としてはつ

くっていただきたい。そうすれば、災害時も使える、そのように思います。以上、よ

ろしくお願いします。 

 

 はい、ありがとうございました。救急医療の重要性についてお話しいただいたんで

すけれども、総合計画の中でどういう具合に位置づけていくかということ。これは、

一応、１班２班３班の発表が終わりましてから、全体でまた、議論をしていただくわ

けですね。そのときに、班によっては内容がオーバーラップしている所もありますし、

それから既に我々が委員の中で、知らなかったけれども既にもう整備されているとい

うようなことも、全体会議のときに、市のほうから説明していただくというようなこ

とも一緒に考えて、議題にしたいと思いますから、その点、よろしくお願いいたしま

す。 

 さらに、今、救急医療について詳しくご説明いただきましたけれども、安心安全の

まちづくりということで、ほかに補足していただくようなこと、ございますか。何か、

感じた所で追加すること、ございましたら。 

 

 まだ時間も余っているようですが、このワークショップをやってみて、きちんと審

議できたという充実感を感じました。この進め方について、大変に感謝を、会長には

感謝しております。以上です。 

 

 ありがとうございました。それでは、１班の発表はそこまでにしておきまして、次

は２班の「豊かな文化と心を育むまちづくりグループ」そこで、検討していただいた

ことを、報告していただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

 ２班の「豊かな文化と心を育むまちづくりグループ」ということで、班長を仰せつ

かりました、大田でございます。よろしくお願いいたします。同じく私ども第２班の

ほうは９名ということになりました。ちょっとご紹介をさせていただきます。生川委

員、大窪委員、岡野委員、書記をお願いいたしました。川西委員、小泉委員、前田委

員、村澤委員、矢沢委員、私どもは会長の村澤委員さんも入っていただきまして、９

人で進めました。 
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 それでは、以下、報告をさせていただきます。座らせていただきます。２班も３回

開催して、最終は７月３日にまとめたという経緯でございます。ただ、第２回目に、

ユニバーサルデザインのことにつきまして、専門家の１班の木下委員に来ていただき

まして、いろんな資料を提示していただきながら議論をさせていただきました。木下

委員さん、大変ありがとうございました。ということで、１班と当然だぶる部分がご

ざいますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 お手元へ岡野委員が作っていただいた資料が行っていると思います。私どもの班は

私が全部説明するのではなくて、所々で、それぞれ強調された委員さんがみえますの

で、そこで挟んで説明していきます。 

 スポーツの振興ですが、やはり大きな課題は、津市で全国大会を開けない。開催す

るには非常に施設が不十分ということが大きく浮かび上がってまいりました。その例

でございますが、たとえばということで、武道館であれば、剣道が２面しかない。４

面ないと、非常に試合の数がこなせないということがございます。さらに、テニスを

とってもそうです。ちょっと生川委員、お願いします。 

 

 生川でございます。ただいま班長のほうからテニスコートの話が出ましたけれど

も、実はテニスコートは、トーナメントをするには８面要るわけです。津市にあるテ

ニスコートは最大６面でございます。２面不足するというコートばかりでございま

す。当然、国内・国際大会は開催できません。同じようなことが、各会場、スポーツ

の会場にありまして、７８カ所のスポーツ施設があるんですが、７８のうちで７４が

稼働しております。７４の施設の中には、たとえば、グラウンド。野球、ソフトボー

ルをする、そのダッグアウトがグラウンド内に飛び出している所があります。おわか

りいただけますか、ダッグアウトがグラウンド内に飛び出している。ファールボール

をおわえにいったらけがの元ですね。それから、河芸のプールは底に穴が空いており

まして、今現在使われていません。改修をしてもまた、すぐに穴が空きます。地盤沈

下をして、毎年、そういう状態が続いて、ついには使えなくなっています。そういう

施設が多いのです。すぐに改修をしてほしい。 

 それから、皆さんご存じのようにレスリングの吉田沙保里、彼女が１０５連勝を続

けて、これはもう世界でも有名な選手です。津市の一志町の出身です。彼女が帰って

きても、それを将来、津市を背負って立つような子供たちに、その技を見せる場所が

ありません。市民の皆さんも来ていただいて、レスリングがどんなものかという、見

てもらう場もないのです。当然、困った問題だなと思っているのですけれども。 

 

 ありがとうございます。というようなことで、具体的なことがわかっていただいた

のではないかと思います。それが、すぐにやっていかなきゃならないことが、②の施

設の設備の改修でございます。 

 ３つ目は、駐車場等の不足もございます。括弧の中にありますようにシャトルバス

を運行したり、あるいは公共施設をお互いに利用しあっていくということで、対応で

きるのではないか。いちばんの根幹は施設の問題ということで、生川委員に詳しく述

べていただきました。 
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 ４つ目の宿泊施設の不足も当然ございますが、これは同じ津市の中ですから、榊原

とか、あるいは美杉等、大いに利用して、津市の活性化につなげるようにもっていけ

ばいいのではないかと思います。 

 ５番目のスポーツ、レクリエーションを通じての市内うちと中山間部の子供たち

と、これは保護者も一緒にやっていかないと、なかなかこれはうまく相互交流が図れ

ないということでございます。例えばということで、津のＰＴＡ連合会の前田委員が

この中に入っておられます。前田委員、よろしくお願いします。 

 

 前田でございます。よろしくお願いいたします。今、班長からありましたように、

ＰＴＡ連合会のほうでも、合併前に、一昨年まで夏の時期に栗真の社協さんと共催で

マリンフェスタというイベントを行っておりました。たて干しとか、いろんなスポー

ツを通して、子供と保護者が触れ合うという場なんですけれども、昨年度は合併した

ということもありまして、全市に呼びかけ、お声かけさせていただいた上で開催した

ところ、1,200人というたくさんの子供さん、保護者の方に集まっていただきまして

よかったんですけれども、やっぱり集まった顔ぶれを見ますと、美杉地区とか、白山

地区とか、本当に海を小さいときからあまり近くに感じられていなかった子供さんが

本当に喜んでいただいた姿を拝見することができました。 

 やはりこういう機会というのが、合併で折角山から海までという広い地域になりま

したので、どんどん広げていきたいのですが、今年度、残念なことに19年度に関し

ては、ちょっと開催することができませんでした。これは、栗真の社協さんとの問題、

予算がつかなかったということも聞いておりますし、Ｐ連としましても去年は海でや

ったから、今年はぜひ山のほうで、美杉さんとか白山のほうでやりたいなということ

で、去年の暮れからいろいろ候補地、候補を出しておったのですが、なかなか1,000

人以上の人数が集まる所が、美杉さんでも土地は広いけれど、駐車場の問題ですとか、

いろんな問題がありまして、残念ながら19年度に関しては、そういう会ができない

という事情もありますので、ぜひ、こういう機会、本当にいい機会ですので、今後、

駐車場の問題、いろんな問題をクリアして、20年度は実現に向けて、そういう方向

でお願いしたいと思います。 

 

 ありがとうございました。あと、６番につきましては、これが今まで欠けているの

ではないかと。何が欠けておるのかといいますと、出来上がってから不具合が出るの

が多い。それはやっぱり専門家を入れて、その意見をしっかり聞くべきではないかと、

こういうことが、非常にクローズアップされまして、ここへ出させていただきました。 

 したがいまして、長期的には全国大会規模が誘致でき、開催できるようなスポーツ

環境の整備充実が望まれると。これはもう一朝一夕にすぐできるものではございませ

ん。前の国体、第30回国体のときに津市は箱物をつくりませんでした。そのつけが

今、回ってきているかもしれません。そんなことで、全国規模でできるものをやっぱ

りやっていかないと、これは津市の価値には絶対つながらないという長期的展望を、

我々は確認したわけでございます。 

 それから、次に２つ目の歴史文化振興でございますが、この課題は、一番大きなの
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は、例えば、せっかくいい、一身田のほうに寺内町の館が出来まして、そこの案内を

していただく語り部さんがみえます。この方々の年齢がだんだんと高くなっていきま

す。その後継者をどうつくっていくのか、ここの問題を今後支援していかなければな

らないのではないかということでございます。あとその④のボランティア、ＮＰＯ組

織及びその活動状況のＰＲというのもございますが、それと関連して、小泉委員にち

ょっとお願いしたいと思います。 

 

 小泉でございます。歴史とか文化とか申しますのは、長い時間をかけまして、その

土地に育っていくものだと思います。従いまして、この大きくなりました津市に、立

派な伝統芸能をはじめとするいろんな文化が存在するのですが、残念ながらその交流

がまだ不十分でございます。どこにどんなものがあるのか知らないというのが正直な

ところではないかと思います。したがって、その交流の会をできるだけ早い機会に進

めていきたい。 

 また、今班長のほうから言われましたように後継者不足、これは少子高齢化もあり

ますし、また産業がないということから若者が流出しているのが現状でございますの

で、なかなか後継者が育ちません。そうしますと、せっかくの伝統芸能なども、伝え

ていくことができない。それで、できるだけ子供たちを含めた体験学習といいますか、

いろんなイベントの中に子供を連れ出しまして、その地域というものを教えると同時

に文化を育てていきたい。こういうふうに考えております。 

 

 ありがとうございました。４番に関連して、大窪委員、ちょっとお願いいたします。 

 

 大窪でございます。４班のその次のページの長期的にということで、２番目に書い

てありますボランティア組織の育成などのことをお話させていただきます。社会福祉

協議会が合併いたしましてから各地域のボランティアさんが、本当にその地域でがん

ばってみえるわけです。またＮＰＯもまだまだ、私どものほうが支援するまでには至

りませんけれども、地域の市民力という点では、このボランティアさんやＮＰＯ組織

が、一番重要になってくるのではないかと思うんですが、なかなか増えていくという

んですか、大きく広がっていく広がりが、少し欠けているように思います。 

 それで、できましたら団塊の世代の方々が、今後、地域に帰ったときに、スムーズ

にそれぞれの地域で頑張っておられるボランティアなり、ＮＰＯなりに入っていただ

けるためにも、その活動のＰＲなり、あるいはそういう仕組みをなんとかつくってい

ただけたらなあと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。５番で、津市にはせっかく４つの大学があるわけですが、

その大学の学生、あるいは先生も含めてですけれど、生涯学習の整備と充実というも

のに対して、もっと活用できないものだろうか。これは、一考する必要があるという

ことでございます。ちょうど三重大から出てもらっております、矢沢委員がみえます

ので、ちょっと関連してお願いします。 
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 矢沢と申します。よろしくお願いします。私は三重大学に通わせていただいている

のですが、大学生として津市で生活しているんですが、どうしても地域から浮いてし

まっている感じがして、大学生と地域の連携があまりないということで、せっかく津

市に来ている大学生が多いので、こういう大学をもっと使ってほしい。大学生をもっ

と活用してほしいということで、できれば、地域と連携して研究などをやっていくに

しても、ボランティアにしても、地域にもっと貢献していけるようにしていきたいな

と思っています。 

 そこで、このごろ大学もだんだん地域に貢献していくというところの活動を広げて

いっているのですが、どうしても地域と大学の接点がないということで、できれば、

地域と大学の接せられるような、交流できるような、そういう窓口のようなものがあ

ったほうがいいのではないかと思っています。市役所の方が窓口を設けたりとか、広

報を活用したりして大学生と地域の人との交流が図れるような、何か連絡が取り合え

るような仕組ができたらなあと思っています。 

 

 ありがとうございます。今の発言にありましたのは、今の②の所ですね。津広報紙

へ地域バージョンの掲載、地域と大学の連携の強化。ここら辺を今、ご説明いただき

ました。それであと、一番下の各地での、今既にあることを、三重大学、三重短期大

学、三重県立看護大学、そういった生涯学習に生かしていこうじゃないかということ

でございます。 

 長期的には①②③にありますように、各地域の伝統文化的事業、これはやっぱり保

存をするのに、私たちは皆、支援が必要ですということでございます。まず、それぞ

れの地域が伝統的なものを大事にして活性化を図れば、津市全体の活性化につながる

ことになろうかと思います。 

 それから、３つ目のケーブルテレビの普及。これが非常に少ないわけでして、白山、

美杉は高うございます。一志も高くなっています。ところが、旧津市の加入が

62.62％、久居が51.34％、香良洲が30.09％、河芸が54.75％という、非常に低い数

字です。やっぱり入っていないと、防災に関係しても、やっぱり行き渡らないことが

ございますので、これも進めていく必要があるということでございます。 

 ３つ目の学校教育の充実でございますが、いろんな課題は、もう皆さんご存じのと

おりでございますが、そこで、すぐに取り組まなければならないことはなんやという

ことでございますが。一番大きなのが学校と地域の連携強化ではないかということ

で、ちょうどＯＢでもある川西委員、ひとつお願いします。 

 

 川西でございます。特に学校と地域との連携強化、こういうふうに出ているわけな

んですが、やはり私たちＯＢとしては、一番心配なのは、今、学校が本当に元気がな

いと感じられて仕方がございません。何か行政からも、地域からも孤立しているとい

う、そういうふうに感じられる部分がございます。次から次へと国の教育方針が変わ

っていく中で戸惑いながら、それぞれの学校が教育活動に励んでいただいているので

はないかと思いますが。 

 そういう中で、法律で縛ったり、あるいは責任を追及するということよりも、むし
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ろ行政の支援、それから地域の方の支援、この辺が学校現場にとっては、一番心強い

部分じゃないか、こんなふうに思います。 

 具体的なものよりは、やはりそういうふうな気持ちといいますか、方向づけを、な

んとかこの総合計画の中で、そういう気持ちが出てくる施策的なものを挙げていただ

けたらな。もちろん校長をリーダーとした学校が、組織的にいかに取り組むか、もち

ろんこれは大事なことでございますが、それと併せて前半申し上げましたようなこと

を、皆さんでやっぱり子供たちを見ていこう、そういう方向づけをしていただければ、

ありがたいなと、こんなふうに思います。 

 

 ありがとうございました。どこでも、各地域では学校と地域の連携というのは、図

ってもらっていると思いますが、今、川西委員のご発言にありましたように、より具

体的なものから発展して、心と心の結びつきを大事にしながら、学校教育を支援して

いこうと、こういうことでございます。 

 あと大学の人材育成活用、前は学生の立場で言っていただきましたが、今度は先生

の立場から、村澤委員さんからちょっとお願いします。 

 

 今、言われましたように、大学の人材有効活用ということですけれども、最近は、

大学の雰囲気というか、いろいろ指導、教育、そういったこともだいぶ変わってきま

して、教育研究だけが大学の仕事だというのではなくて、やはり地域と連携して、ど

ういう具合にその大学が地域に溶け込んでいくかということが、やはり大学の評価の

一つでもあるわけですね。先ほどの矢沢委員のほうから、いろいろ具体的な話をして

いただきましたけれども、やはり地域と大学が共に手を取り合うと。そういうような

施策をこれからしていかないと、やはり人材育成、あるいは伝統文化の保存、そうい

ったことに対して、どうしても後継者が育たないわけですね。大学には、その分野の

専門家がおるわけですから、そういう人を活用するというと、大学の人に怒られるか

わかりませんけれども、地域としては、やはりそういう教育機関を活用して、積極的

な文化活動に取り込んでいくと、そういうようなことが必要だと思います。 

 人材有効活用ですけれども、大きな大学であれば、いろんな人材が揃っております。

やはり我々の班で検討したときでも、一般の者は、どうも大学のどこに言っていった

らいいのかわかりにくいというようなお話が、だいぶ意見として出ておったわけです

けれども、大学でしたら事務局に電話を一本入れれば「あ、この件については、ここ

に問うてみたら？」ということを、すぐ返答するように、どの大学も、今、なってき

ております。 

 それから、津市も、これは政策として、津市に４つほど大学があるわけですけれど

も、やはり交流することによって、大学コンソーシアムのような組織体をつくって地

域に貢献する体制をつくってほしいということを、政策課なんかの方々も、我々もい

ろいろ意見をもらっておるわけです。なかなか我々自身も、日々の教育で十分そこま

で応えられていないのですけれども、これからはやはりそういったことも配慮して、

地域がどういうことを求めているのか。要するに地域のニーズとニーズをうまくマッ

チングするようなことを、組織的にやはり今後の市の政策の中でも考えていっていた
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だけたらと、このように思います。 

 

 ありがとうございました。あと姉妹提携都市をしているという関係で、それ以外の

所からも海外からの留学生が来ております。そこら辺を、国内国際交流というものを

推進していかなければいかんのではないかと思っております。 

 それから、ユニバーサルデザインのまちづくり、これが基本としなければならない

ということを、木下委員からいろいろとご助言をいただき、論議をさせていただきま

した。すぐにやるべきことは、ユニバーサルデザインのまちづくりの配慮は必要なん

やと。今、なぎさまちもトイレはそれが生かされているというお話もございました。

二つ目はユニバーサルデザインを理解する運動の展開が、その上に立って進められて

いるのでございます。長期的には専門家の参加を求めながら、その意見を取り入れて、

ユニバーサルデザインのまちづくりを、積極的に進めていくということになりまし

た。 

 ５番の「地域活動の振興、地域コミュニティの充実」でございますが、ここでは、

今すぐに地域の自治の自主的運営、育成、その組織の確立。例えばということで、こ

の10ある地域審議会が、総合支所と行政施策を包括的に協議し、実体に即した対応。

それから、市民サイドの自立運営組織づくりの推進が必要ではないか。津市全般に関

しては、今、我々がやっている総合計画審議会組織に代わる、市民参加のもとでの市

民振興会議のようなものが必要とは違うのかと。いわゆる、このままの名称では無理

でございますが、それを変えながら、組織の再編をしながら続けていくことはどうだ

ろうということでございます。 

 あと本庁と支所との関係もございます。ただ、支所が今のところ、各地域の方々か

ら不満が出ております。すぐに対応し切れない。本庁に行かなければわからない。あ

るいは、人が変わりすぎて、全然すぐに答えが出てこない｡こういう不満がいろいろ

あるようでございます。したがって、地域住民へのサービスのためには、いわゆるそ

の機能を十分発揮させるには、職員の研修。そしてあと、地域の方々がおるような総

合支所というようなことも考えながらやってもらわないと、不満だけが残るというこ

とです。 

 もうひとつ、できれば、権限をある程度与えてもらう。お金の面もありましょうし、

あるいは一部人事権も。これぐらいの人事権ならいいんじゃないかということを含め

て、総合支所の支所長のほうへ権限移譲というものが必要ではないかと、こういう論

議をしたわけでございます。 

 あと３番の学校と地域との連携の強化、いろいろうちの委員からありました。さら

に里山の件は、１班の発表にもございました。ただし、２班としましては、始めに申

しましたように各地区の祭り、イベント等、地域企業が参加を呼びかけ、相互出入り

をするという、そういう形が今後大事ではないかということでございます。 

 ３つ目の（１）①②③は、そこで書かせていただきました。 

 ４つ目、情報公開を積極的に進める。さらには、問題になっておりますが自治会へ

の全員加入が果たせていない地域が、増えてきたのではなかろうかと思います。これ

をやっぱりみんなが入って、みんなでまちづくりをやっていこうと、こういうことは
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基本になければいけないということでございます。 

 そこら辺で、長期的になりますが、自治基本条例、まちづくり条例の制定、あるい

は一体感の持てるコミュニティの充実と。これに関連して、岡野委員からひとつご発

言をお願いします。 

 

 岡野でございます。長期的なものの考え方で、一つは自治基本条例。まちづくり条

例と括弧で書いてありますけれども、制度のインフラづくりでございます。市民、そ

れから行政、もう一つ議会という基本理念を、「自分たちのまちは自分たちでよくし

よう」ということでございます。したがいまして、市民参加の条例ということでの、

当然、この中には市、市長、職員、市民、当然県とそれに対する職責等々が織り込ま

れると思われますけれども。そういった内容に関する自主自立の自治体であるという

ことに対する、協働、自立ということでのまちづくり条例の制定を、ぜひ、これは地

域密着する形でつくりあげるということが必要ではないかと考えます。 

 納税者でありながら、同時に我々はこれがどうフィードバックされるか、その形で

の税金がどう使われるのかということが、非常に大事ではないかと思っています。 

 それから、次の内容も含めてですけれども、構造改革の実施。これは既に行政、財

政ともに改革がこういうことでやっていくという基本の所は実施されつつあります

けれども、本来はそれ以前に、構造改革というものが必要なのではないかと考えます。

これはぜひ、着手していただきたい。津市の各仕事における組織、これが本当にそれ

で、その人員の中でやりくりがなされておるのか。適正対処、適正人材で、適正な仕

事がなされる。それを少し確実に改革の方向にしてはどうかというふうに考えており

ます。 

 それから、次に一体感の持てるコミュニティの充実ということでございますけれど

も、私どもの班では、今、津市内に二つの大きな川が流れております。雲出川、安濃

川流域、これは、流域は当然、森林に雨が降ってそれから、保水されまして、川とな

っているわけですけれども、川上から海まで、海の海岸も含めてですが、共通なつな

がりを持つ各地域が、川を生かした関連事項、それぞれの班でまとめておられます、

安全・環境・文化あるいは産業等を含めての市民、学校、行政の協働により推進、一

体感を図る。いろんなことに関しての、川を生かした関連事項で一体感を図ってはど

うかということでございます。 

 特に内容的には、書いてございますけれども、マラソン大会、桜並木の植樹、ある

いは並木の行事、里山の手入れ、小さな鮎の放流、稚魚ですね。つかみ取り、いかだ

遊び、野外コンサート、生態観察、川から海の清掃等の環境整備、キャンプ、あるい

は短期滞在型住宅の推進とか、あるいはバザー、地産地消、特産品の市、ウォークラ

リー、写真・絵画、体育大会、環境調査・研究、危険エリアハザードマップ等を、特

に子供さんから大人まで全員参加でこれをやっていくという、小さなイベントの積み

上げ。その辺、親のつながりの広がりを持って、全体への一体感は生まれるであろう。 

 当然、いろんな形で行いますけれども、ある地区では、そういったことを地域でや

られているエリアもございます。これはその前にも書いてございますが、たとえば、

２ページですね。戻って申しわけないのですが、学校教育の充実の中で小学校と小学
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校校区の住民が、どういう住民かといいますと、老人会、青少年を守る会、自治会、

子供会、体育振興会、消防、警察、ＰＴＡ、地区役員、スポーツ少年団が連携して一

体となって、いろんな活動、たとえば、スポーツ、文化活動、奉仕活動を通じて、子

供の健全育成を図る。全員がこれに出ております。学校の先生方も出ておられますけ

れども、そういったことでの全員参加で一体感の持てるコミュニティの充実というこ

とで、一体感をさらに高めていこうというふうなことを提案させていただいておりま

す。 

 

 ありがとうございました。今、いただきまして、時間がいっぱいというようなこと

でございますので、これで終わらせていただきます。十分説明ができない部分もあっ

たと思いますが、共通部分は省かせていただきながら各委員さんの発言を中心にしな

がら発表させていただきました。どうもありがとうございました。 

 

 ありがとうございました。２班の「豊かな文化と心を育むまちづくりグループ」の

発表は以上で、次は第３班に移りたいと思います。 

 先ほども申しましたけれども、またあとで全体会のときに追加質問とか、説明、そ

ういったことを加えていただいた上で、市のほうから現状も併せて、一緒に意見、討

論したいと思います。 

 それでは、第３班の班長さん、活力あるまちづくりグループについて、発表のほど

よろしくお願いいたします。 

 

 

 それでは、第３班のご報告を申し上げたいと思いますが、３班の場合、人数、表に

あるメンバーの方々にいろいろご議論をいただきました。初めは、どういうようなこ

とをお考えになっているのかということで、１人ずつ十分にお話をいただいて、さら

にその後、資料３を見ていただくとわかりますが、６月２２日までに各班員の方から

課題を出していただき、そして、６月２８日にもう一度、論点の整理をしたというこ

とでございます。 

 しかし、中には非常に個別案件的なもの、あるいは総合的なものというようにいろ

いろな問題がございまして、その辺を事務局のほうと相談して、資料３のほうでまと

めさせていただきました。しかし、あまりにも多岐に及びますので、今回の私の発表

は「活力あるまちづくりとはどんなものなんだろうか？」という、いろんな皆さんか

らのご意見をお聞きした上で、この「活力ある」という所に、いわゆるちょっと重点

を置かせていただきたいというようなことで、説明をさせていただきます。 

 私たちは、活力のあるまちづくりグループということでございます。多くのメンバ

ーは希望された方が多く、地域審議会の代表の方もおられましたが、そのほかは産業、

経済団体の代表の方も多く、どちらかといえば、経済・産業についてのお話が多くご

ざいました。地域審議会の代表の委員の方でも、もともとなんらかの産業やその行政

に関連されている方が多く、活力あるまちづくりでは産業関係の話が多かったと思い

ます。一応、審議会につきまして、活力あるまちづくりグループの皆さんからのご意
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見を要約させていただきます。 

 重要な点は、地域の特性と全体の一体化という問題でございます。 

 委員のほうから、合併前に各市町村で土地利用計画なり、都市計画なり、都市マス

タープランなり、総合計画なりを苦労してつくったのだから、尊重し、継承してほし

いという要望が、意見として出されました。これにつきましては、どこの市町村にお

きましても、そのような計画がおありだったでしょうし、したがって、これら個別案

件的の計画に拘泥していましたら、どちらのどの計画が先だと矮小化してしまって、

議論の対立にならないとも限りません。 

 したがいまして、過去の歴史的過程である、これらの土地利用計画なり、都市計画

なり、都市マスタープランなり、総合計画なりは尊重されるものとするにとどめて、

新市の都市計画、都市マスタープラン、総合計画を新津市は各地域の特性を生かしな

がら、一体感を保ち、活力と存在を持ち続ける総合計画を新たにどうするか。その中

に歴史的経緯として継承されるものもあるというような問題意識の共通化が図れな

いかと思いました。 

 何もかも各市町村のそれら諸計画を、個別にすべて継承して実現させることはでき

ないことも現実であります。各地域のこれらの希望があることは承知しながら、過去

の歴史的過程は尊重していただき、総合計画によって継承できるものは継承し、でき

ないものは納得できる情報公開や説明責任、アカウンタビリティーを明確にしていた

だくことを文言に盛り込んでいただければいいと感じました。 

 それで、私たちの活力あるまちづくりの前提でございます。これにつきましては、

皆さんもいろいろ個別の産業のお話がございましたけれども、一度整理をしてみたい

と。活力あるとはいったいどうなのかということで、ちょっと整理をさせていただき

ました。 

 しかし、審議会の代表の方々でも「経済産業の振興は活力の源泉である」という認

識においては、ほぼ共通のご認識であったと感じます。 

 また、総合計画につきましては、これを具体化する財源が担保されるのか。いくら

いろいろな計画を出しても、そういう財源が担保されるのかという意見もございまし

た。今や経済の変動は刻一刻と、激変しております。「財源の担保などといっていた

ら総合計画は策定できないし、といって、なんの財政的見通しもない総合計画を策定

したところで、絵空ごとである合併にすぎなくなる」。とにかく第３グループではさ

まざまな意見や提言が出されましたので、事務局のほうでその概要をまとめていただ

き、その記録をあらためて配付をさせていただきましたので、あとでご検証をいただ

きたい。それが資料２と資料３ということになっております。 

 発表させていただく時間も限られておりますので、本当はその出されたものを、お

一人ずつ説明していただくといいですが、時間がございませんので、一応、そういう

ようなことで、あとでご検討の材料にしていただきたいと思います。 

 前提として、活力あるとはどんなイメージの概念かを共有できたらいいと思い、ち

ょっとスライドをつくったわけでございます。市長さんも、津市になって１年、やら

なくてはならないもの、市民からやってほしいと望まれることは、実は山ほどある。

地方分権の時代の地方自治はミニ国家であって、皆さんの思うことが、それが地方自
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治の原点ではないか。その上に明日の安定した繁栄をどう築くかをまとめていくの

が、総合計画だろう。いかによそにない、特化し、個性のある都市にこそ、津市が生

き残る道であると感じております。 

 さまざまなご意見や提言がなされましたが、実際に市当局から審議会が審議すべき

総合計画素案がいまだになされておりませんから、事実上、本審議にはなりにくいの

です。事務局から次のような説明がありました。本来、庁内の事務方のプロジェクト

や庁議によって策定した素案を審議会にお諮りするが、今回は庁内事務方の素案策定

と平行して審議会を開かせていただいており、審議会での各ご意見も盛り込めるもの

は庁内プロジェクトの素案の中に盛り込みさせていただきながら素案づくりを行っ

ていると、こういうご説明がございました。 

 今なぜ、１０年もの長期にわたる総合計画の策定が急がれるかということについて

でございます。実は、総合計画がないと、国の施策の支援が受けられないという場合

がいくつかございます。これは、ほんの一例ですが、平成１９年度６月に中小企業庁

が平成１９年度の少子高齢化等対策中小商業活性化事業第２次の支援募集を行って

おります。国は応募の申請受理や審査の中の関連要件の項で「市町村の条例、総合計

画、行動計画との整合性が図られていること」ということになっております。従いま

して、総合計画がなかったら、他の都市はそれを受けられても、津市はさまざまな国

や市の支援を受けられない。このような現実は、商店街のみの問題ではなくて、市民

生活のあらゆる分野における分野で起こっている筈であります。早期に総合計画をつ

くらなければ、津市の市民や各分野の関係者は、他都市より遅らされてしまいます。 

 次に、拙速であってはなりませんけれども、待ったなしというのが、この津市の総

合計画策定の現実であります。素案がないのに、審議会が早々設置されたのには、そ

ういう事情もあるようでございます。 

 次、安心安全も社会福祉やナショナルミニマムも医療制度も教育の荒廃も、この腐

敗を防ぎ再生させるのも、治安の維持確保も文化、歴史、伝統など、それらのいわゆ

る土地の固有のアイデンティティーのあるパラダイムを守るのも、実はお金がなくて

はできないんだろうと。もし、私たちのまちに活力があふれていたら「活力のあるま

ちづくり」というテーマは要らんでしょう。裏を返せば、津市も厳しさが予想される

からです。①安心と安全のまちづくり、②豊かな文化と心を育むまちづくり、③活力

あるまちづくりとありますが、③の活力あるまちづくりが、①と②を支える基盤。①

も②も大切です。しかし、何をなすにも経済的基盤や財政・財源がなくては、目標の

実現はかないません。これらの目的や理想や夢を実現し、活力あるまちづくりを支え

るのは、経済再生と産業の振興であります。 

 自治体は自立したミニ国家であります。しかし、自由がある。今、この津市から事

業者がどんどん減ってしまっています。つまり、経済基盤が疲弊し、この地方からの

財貨の流出が増えております。これを見ていただきたいのですが、これが津市の中に

おける循環経済でございます。それが、外部の他都市だとか大企業とか、通販で、お

金がフライトしていきます。そして、いわゆるフライトしていくのではなくて、物産

のいわゆる輸出をいたします。そして、お金が外から入ってくる。それによって、こ

の循環経済が動いて、そして利益が出て、財政に影響を与えて生きている、これが循
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環経済でございます。 

 ところが、これだけを語っていたのでは、いわゆる市内、都市内、あるいは循環経

済、こういうことを語っていたのでは、いわゆるすぐ資産は目減りする、こういう状

況になっております。この内外二つの経済体系の再構築、これが非常に重要ではない

か。第二の循環、第一の循環。この第一と第二の循環がうまくいって初めて、すべて

のことができるのだろうと思います。 

 今の状況はどうかというと、こういう枯渇する市内の資産、財政収入の減、あるい

はこういう循環が断たれまして、補足内部都市、市内の循環経済、あるいは域内地産

地消には人口の限度がある。通貨、貨幣、投資と大量のお金が流出している。そして、

生産物、商品、地価、人材、特産、輸入と、こういうような損失が増えて、実は財政

の悪影響もあると。こういう循環経済が壊れております。この再構築をもう一度やる

ために、どうするのかということでございます。 

 それにつきましては、経済活力の基盤強化がなくてはなりません。財政は経済活力

や生産性を持ちません。財政と経済は異なります。財政は経済の一側面でしかありま

せん。これからの地方都市は、他都市へ何を売り、他都市から外貨をどれだけ流入さ

せることができるか。これが、行政政治施策のプライオリティーの高い課題でありま

す。地域経済に活力にもなり、他から外貨を吸収できる活力ある産業や企業がない限

り、どんな理念や理想を掲げても夢のまた夢に終わってしまいます。外からの誘致産

業の利益は、大都市の資本に吸収されてしまいますし、確かに雇用を生み出しても不

安定雇用で、いわゆる非正規社員、期間社員、派遣社員、パート、アルバイトがせい

ぜいです。地元でない大資本の誘致や大規模開発は、その都市の植民地化を助長させ

るものでございます。 

 また一方、地方自治体において、これらの外部からの参入に対する開発許可の場合、

地域の同業界コミュニティに参加する努力義務を負わせる地方都市の条例の制定が

１県１２市にまで広がり始めました。地域貢献といいましても、地元の産業や業界の

コミュニティ、または市民のコミュニティやＮＰＯコミュニティとともに祭りや地方

の行事、地方の文化、地方の治安維持、地方の教育等々の分野を支えています。ある

意味では行財政が厳しくても、そういうコミュニティが育ってくれば、行政は助かる

のです。 

 世田谷区では、このような条例の制定後、1,000件の店が新たに商業コミュニティ

に参加し、社会貢献の大儀で地域を支える一役を担っております。そういう条例制定

を、総合計画の中に位置づけておく必要があります。これも活力あるまちづくりの知

恵の一つであります。これまで、外部から地方都市へ参入する大企業のいくつかは、

その地方のコミュニティがコツコツと地道に築き上げてきた地方の文化的社会的イ

ンフラにただ乗りし、その地方の消費者や生活者から財貨を吸い上げ、大都市に収集

する本社にフライトされていきました。今ようやくその反省が生まれようとしている

のです。 

 地方自治体においては、多少我慢しても借金はできるだけしない、お金を減らす。

頑張って外からの外貨を安定的に稼げるような都市にする。今はそういう時代、時機

にきていると思います。外から外貨を稼げる地方都市とは、地方自治体とは、どんな
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都市像の意識を多くの市民が共有できるようにするかの、行政の条例などの法体系

や、施策や総合計画が必要なのではないでしょうか。 

 今までいろいろお話がございました。確かにどれもこれも大事でございます。しか

し、もう一つ大事なことは、私は我々の産業関係の人々のお話を聞いておりまして感

じたのは、この戦略的指針です。津市外部との地方間競争に対する戦略的計画、この

我々のいう中で地方間競争に負けているのではないか、都市間競争に負けているので

はないかというお話もありました。主権者市民へのマニュフェスト的公約の具体的な

計画。この総合計画には、この二面性があるのではなかろうか。計画執行権を持つ行

政のマネジメント、この３つが合体しないと、本当の総合計画にはならないのではな

いだろうかと思います。 

 しかし、私たちが対象としています、津市総合計画は、10年間を対象期間として

５年の期間で前期・後期に分け、３年をめどに見直されるというスキームでございま

す。しかし、この総合計画の期間が終わる頃には、あるいはもっと早いかもしれませ

んが、道州制がそこにのっているかもしれません。 

 農業問題に関して、現在開かれているＷＴＯ農業交渉、また、８月にも開催される

であろう豪州との二国間交渉如何では、もし、米価その他重要品目の関税引き下げ内

容によっては、農業政策も抜本的に見直されなければ、日本の農業は壊滅的な打撃を

受ける。だから、ＷＴＯ等の結果を見極めた上で、これからの農業の在り方を議論す

ることが望ましいとの意見もありました。 

 まさに、このように時代の変化は早く激しいものがあります。これからの経営者や

リーダーには、そのスピードに対応する先見性が要求されます。 

 今や安倍内閣におきましても道州制は研究議論の対象であります。行政改革、規制

緩和、道州制等々の特命担当大臣は渡辺喜美大臣です。道州制は必ず浮上してくるで

しょう。こういう中にあって、国家行政のコアは「市」ということになる筈でありま

す。新市はよほど自立力、自治力に富み、住民の民度を高めておかなくては、安全安

心で豊かな文化と心を育む、活力あるまちづくりの実現はできません。 

 また、すでに津市は都市間競争に遅れをとっているのではないかというお話もあり

ました。総合支所の問題では、従来の10の市町村にいつまでもこだわっていると新

市の一体感を失うので、第三次行政圏を３つとし、大きな河川の流域、歴史的街道、

生活圏等を考慮して区分すべきではないかという新提案もございました。 

 原案で示された区分は、市街地と農山間地域を区分しているようで、市内の行政交

流区分としてはどうか等々の問題も提起されました。 

 実は、お一人お一人が広い範囲で、ご専門であったり、あるいは広く多岐にわたり、

多様化する問題に個別に意見を出していただいていますし、お一人お一人のご意見や

アイデアだけでも、一人分だけでも30分は要します。従いまして、これらの個別案

件の一連として、ダウンサイジングして提言された問題は、事務局がまとめてくださ

いました、議事概要を手がかりに、のちほどの議論に委ねさせていただきたいと思い

ます。農業の重大や山林自然、環境保護の相互についての意見もございました。我々

は環境問題でも、森林が増えればCO2を吸収し、酸素を供給してくれるにしか捉えて

いません。しかし、樹木や植物がCO2を吸収する量に比例した水が必要だということ
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です。美杉町の森林も森林だけでCO2のこと、環境のことだけを考えていてはいけな

い。水のことも関連して、経済のことも考えなくては全体の解決にはならない。 

 今後、理想を実現するのには、何をおいてもお金。つまり経済力の強化が不可欠な

のです。そういう観点からの活力あるまちづくりグループの報告としては、そのあく

までも「活力ある」という所に重点を置かせていただきました。 

 しかし、自治体、行政がらみの総合計画になりますと、自治体区域内ばかりに目が

向き、議論する問題が内部問題や個別案件に矮小化する傾向が強くなります。だから、

グローバルに視野を広げなくてはなりません。自治体行政区の都市計画になると、私

たちの意識は市民や住民としてどうかという、その自治体の内部行政区のことのみに

とらわれてしまい、外部から見る目を失ってしまい、問題を矮小化されて、物事を考

えてしまいます。今回の総合計画の審議会では、できる限り視野を広げて、この津市

が外部にどのように映っているかの意識を持ちたいと思います。 

 これも特殊な問題ですが、農業の遊休地や休農地、商業の空き地、空き店舗など、

行政の支援でなんとかならないかというご意見もございました。また、オーナーも資

材であると同時に公共財であるという意識革命か必要ではないかというご意見もご

ざいました。 

 産業振興の一元化についてご報告させていただきます。先ほども他のグループがお

っしゃいましたように、私たちはまず、この津市をどんな都市にしたいかを、思い切

って決める必要があります。農業都市か、工業都市か、商業都市か、森林産業都市か、

水源開発保全都市か、情報先進都市か、環境先進都市か、教育人材開発都市か、次世

代実験先進都市か、エコ実験先進都市か、21世紀の問題を解決するための先進技術

開発と人材育成の都市か、エネルギー実験先進都市か、青山の風力発電プラスエネル

ギーの開発技術先進都市か、バイオ産業先進都市か、実験都市か、さまざまな都市像

がございます。 

 美杉地域の農業について、すべて補助金農業である。いわゆる高齢化率 45％の地

域で、農業が第一次産業といえるのかというご意見がありました。それらを第一次産

業とか、第二次産業とか、第三次産業とか、20世紀型の考え方で産業を矮小化させ

て、カテゴリーを捉える時代は終焉したのではないかとも思います。旧来の産業カテ

ゴリーや狭い業界のくくりで自縄自縛にかかっていたら新しい発想が生まれてきま

せん。 

 次代の産業に対する認識、産業感も変わりました。今や産業も多様化しています。

介護も収益事業、産業という時代でございます。収入源は介護保険、コムスンのよう

な問題も出てくるのは、当然の帰着といえましょう。今回の審議会のワークショップ

でさまざまな立場や産業関連の方々のお話を聞くにつけ、いかに異業種や、地域や市

民の交流の中で話し合いをすることが大切なことが身にしみてわかりました。大勢の

委員の方が、立場を異にする他の委員の方のお話を聞かれて、そんなことは知らなか

ったという感想を漏らされていました。工業界の一部、異業種交流を実験的にやって

いましたが、これらの活力あるまちづくりの原動力である、特性を生かした産業はこ

ういった異業種の交流の中から生まれてくるのではないかという実感を得ました。 

 世田谷区では、もはや旧例の産業のカテゴリーの壁を打ち破り、産業振興基本条例
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と一本化いたしました。産業別に縦割り、産業、行政からの脱却をするために、産業

全体を総括して、産業振興基本条例を制定し、その下に各産業の政策を位置づけまし

た。予算や政策の順位は時と対応して、場合によっては、柔軟に横に、つまりある産

業からある産業へ動かすことができます。こういうスキームが、岡野委員さんがおっ

しゃいましたような構造改革の一つではないかという考え方なのです。時代の中で、

流行の中で、いつどんな産業が芽吹くかもしれない。また、勢いがあった産業がいつ

没落の悲哀に遭遇するかもしれない。そのサイクルのスピードに…… 

 

 ちょっとすいません。だいぶ時間も経過していますので、一応、もうある所で切っ

ていただいて、よろしくお願いします。 

 

 はい。そういった意味で、産業基本条例というものをつくっていただきたい。こう

いうように思います。 

 そういう前提に立ちまして、都心部と農村部との交流連携、あるいは交通体系の在

り方、それから特徴を生かした産業振興。また地域資源の保全管理、有効利用、こう

いったこともご提案がございました。活力あるまちづくりは市民、住民の意識改革か

ら始まらなくてはならないし、内ばかりを見ていたら何も見えてこない。外から内を

見ることを体得する、交流連携を徹底的に総合計画に取り込んでいただきたいと思い

ます。 ですから、私たち審議会委員は、ワークショップを開き、さまざまな提案を

しています。これらの意見の中から、総合計画の素案策定、庁内プロジェクトに反映

していただければと思います。以上でございます。 

 

 はい、ありがとうございました。ちょっと時間が経過していますけれども、若干の

時間を取って質問があればしていただければ…。何かご質問ございますか。 

 ありがとうございました。それでは、一応、今、杉田班長さんからの３班の発表を

もって、一応、３つのグループのご検討、あるいは意見を交わしていただきましたこ

とをご理解いただいたと思いますから、これを全体的に流した場合、これとこれは、

やはり総合計画の中で取り入れていただきたいなあというような、最終的なまとめを

して、そして、今、庁内のほうで検討していただいておる総合計画の素案の中に入れ

ていただく。こういうように進めていきたいと思います。 

 後半に入る前に少し10分ほど休憩して、また再開したいと思います。 

 

（休憩） 

 

村澤会長 

 

 

 

 

 

 

 それでは後半の部分を再開をしたいと思います。前半におきましては、各班の班長

さん並びに班の委員の方々、ご苦労さまでございました。６月１５日に各班に分かれ

て３つのグループでそれぞれ深く議論していただくということで、各班によっては２

回３回と、議論する場を持っていただいたわけです。その結果をきょう発表していた

だいたわけです。 

 最後にちょっと杉田委員から“金がなければ何もできない、絵に描いた餅だ”と言
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われて、ちょっと気持ちが憂いた部分もあるのですけれども。しかし、最近、総務省

の社会経済研究所が『幸せとは何か』というものを出ておるのですね。その中に経済

的豊かさは幸せとどういう具合に繋がるのかというような30ページぐらいのもので

すけれども。これは日本国民全体のアンケート調査の結果によると思いますけれど

も、幸せと思う第一の要素はやはり「家庭が充実していること」を大多数の日本国民

は挙げています。だから、経済的豊かさそのものが幸せにどう結びつくのかというの

は、いろんな議論があって難しいわけですけれども。しかし、この津市で市民が幸せ

な生活ができるということを前提に考えて、たとえ経済的な面で非常に苦しい状況で

はあるわけですけれども、先ほどの吉田委員などからもお話が出ましたように、緊急

医療とかあるいは子どもの虐待とか、そういったこともやはりこれからの幸せの中で

は非常に重要な要素です。それからまた、杉田委員からお話がありましたように、ど

ういう具合に活力を付けていくのか。やはり、活力が市民の発展の源になる。それに

は誰がそれに議論を差し挟む余地はないのですけれども、どうしたらそういう経済的

なことも含めて活力が出てくるのかと。そういったことを後半では議論していただい

て、できれば、総合計画の中の素案の中に取り入れていただくように働きかけていき

たいと思います。 

 それで、先ほども市のほうからも説明がありましたけれど、まだ庁内で素案が議論

されている段階から、こういう総合計画審議会を並行してやるということは、やはり

市民のサイドから要望とか、あるいはこういうことをぜひ、新しい市では柱の中に入

れてほしい。そういうことも配慮するよという余地を残してくれておるんだと思っ

て、ぜひ、総合計画の中で今後、市の発展につながるような要望をまとめて、それを

素案の中に入れていただくように、後半の議論の中でまとめをしていきたいと思いま

す。 

 それでは、後半の議論の仕方ですけども、今３つのテーマで報告をしていただきま

したから、これについて、初めて聞いたという内容のこともたくさんあると思います。

そういった部分も含めて、どのグループでも結構ですから、少し皆さん方から質問な

り、あるいはその質問に対して班長さんなり、あるいは各班には専門家の方も入って

おられますから、その専門の方にお話をしていただくとか、あるいは、現状がどうな

っているのかということがわからない場合には、市の職員の方にその辺を補足しても

らう。そういうふうにして進めていきたいと思います。 

 それでは、議論のきっかけをつくる意味で、第１班の安全安心のまちづくりグルー

プの発表について、特に他の班の方で分かりにくいところとか、そういうことがあれ

ば、そこから話を進めていきたいと思います。何か安心安全のまちづくりで何か、先

ほど報告していただきましたことに関連して、ちょっとこの部分がわかりにくいと

か、疑問点があるということがあれば、出していただきたいのですけど、いかがでし

ょうか。 

 

 内山でございます。第１班の安全安心のまちづくりのご検討の中身について、ただ

今、ご説明を受けたわけですが、この中で老人介護の問題についてです。先ほど医師

会の先生からも補足的に説明されたんですが、老人の介護という大きなテーマがちょ
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っと欠落しているのではなかろうかと。これは私の間違ったイメージかもしれません

が。これを大きな柱として、やはり安全安心というテーマの中に組み入れられるべき

だと考えて、具体的な施策をぜひ、ご検討していただけたらと思います。 

 特に、先だってから津市の将来の人口構成について、データに基づいて説明を受け

ておりますが、10年後、20年後の人口構成はどうなるか。少子高齢化、しかも人口

減少といった過程にあって、各家庭でこれから抱えていく大きな問題は老人の介護の

問題だというふうに、ほとんどの皆さんが感じておられると思います。これをもう少

し具体的な施策で入れられたかどうか、また審議はされたのかどうか。その辺もちょ

っとお伺いできたらと思います。 

 

 先ほどのご報告の中では少しその部分についてのお話が少ないようでしたけども、

何かご説明があればお願いいたします。 

 

 今のご質問に対する第１班でどんな議論があったかということをご説明させてい

ただきます。このテーマについても委員さんから議論の提案がありました。特に若林

委員は老人会の会長をしていらっしゃいますので、そのことに大きな関心をお持ちで

したが、今回は介護保険そのものではなく、高齢者の福祉の充実ということで、健康

の増進のために施設をつくるのではなく、旧来ある従来の施設を利用して体を動かし

たり、シニアスポーツができる場所を確保したりしてほしいというご意見でした。 

 また櫻井委員からは、高齢者が元気でいられるまちづくり、健康なまちづくりとい

う言い方で高齢者が引きこもらないですむような交通機関の整備、機会や場所の提

供、安心して運動ができる環境づくり、歩いたり、サイクリングができる道路の整備

というような提案を出していただきました。これは老人会の自立とも関連し、地域の

中で老人を見守っていこう、あるいは老人会の自立をしていこう、連携をしていこう

というような内容だったんですが、これもとても大事だということで議論になりまし

たが、子育てと老人の問題とのどちらに税金を重点的に使われているかということを

考えたときに、今回は子育てを取り上げようということでテーマを持ちました。老人

の問題が議論されなかったということではありませんし、安全安心のために老後につ

いても盛り込む必要のある大事なことだと思いますので、今のご質問は重要なことだ

と思いますし、ぜひ入れていきたいと思います。 

 本当に２人で１人を介護しなければいけない社会がまもなく来ているし、独居老人

の事実。私どもの地域でも200世帯のうち50世帯が既に一人暮らしの世帯だという

データもありますので、この３つの政策の中にプラス高齢者の問題もぜひ、入れてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは吉田委員のほうから、追加説明をお願いします。 

 

 私は津市の介護保険事業策定委員会の委員長をしていまして、この介護保険全般の

津市の事業について、いろいろ市と協議をさせていただいています。旧津市における

介護サービス事業者というのは、いろいろな事業がありますけれども、在宅事業でご
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ざいますとヘルパーさんの事業ですね。それから訪問看護の事業、それからデイサー

ビス等の事業ですね。そのようなものは、割と揃っています。しかし、美杉や美里と

いった地域には介護事業者が少なく、同じ保険料を払って事業が受けられないという

不公平さが今、出てきております。そのため、旧郡部のほうの施設数を増やすよう、

現在、図っておりまして、平成18年度から19年度にかけましては、美杉、白山地域

で小規模多機能施設というのを作らせていただいたり、あるいは旧郡部に市の認可す

る30人以下の老人保健施設を２施設つくらせていただいたり、認知症型のデイサー

ビス施設を４カ所つくらせていただいたりしており、そういうことで地域間格差を解

消してということが行われつつあります。 

 こういうことで、安全安心の施策に介護問題を入れるというのは、空いた施設の活

用や民間型の活動はどんどん進める必要がありますけれども、介護保険サービスの充

実は必要ですけれども、保険料が上がるということもありますので、その辺はこの施

策の中には入れずに市の財政の問題もありますので、そういう委員会で検討させてい

ただいたほうがいいかなと思っておりまして、私は提案しませんでした。 

 

 ご説明、よく分かりました。やはり、昨今のマスコミで最も今、議論されているテ

ーマは、やはり老人の年金問題とこの医療介護。これが大きなテーマになっているわ

けですね。従って、津市の将来人口の構成を考え、現況の施設の在り方を考えた場合

は、例えば、特別養護老人ホームの入所を待つ人数が相当いるという情報も聞いてお

りますし、それから老人の健康づくりのための、例えば転倒防止体操も、医師会や三

重大学の体育の先生も協力して、いろいろやっておられると。そういう動きがありま

すので、ぜひ、これは大きなテーマとして入れていただけたらありがたいというふう

に考えております。 

 

 金のかからない、そういう民間型の活動というのは、これは非常に必要だと思いま

すので、そういう意味でまた活用させていただければと思います。 

 

 民間では、もちろんお金もうけと言っては変ですけれども、昨今いろんな事件が起

こっているではありませんか。やはり、行政が責任を持ってある程度やっていくとい

う姿勢を明確にするのが、やはり高齢化社会の地方公共団体の一つの大きな課題であ

ろうというふうに考えるわけです。 

 

 どういう形で今後、やっていったらいいのかはなかなか結論が出ないと思いますけ

れども、やはり、高齢者福祉の整備充実というようなことを一項入れておけば、具体

的な施策については、また吉田委員が言われますように具体的な委員会で検討されて

いくのではないでしょうか。 

 

 ちょっと一言、言わせてください。班長もすでに言っていますが、我々がこの３つ

に絞りましたのは、高齢者のことを軽く考えているのではなくて、たくさんのことを

要求するよりは、とにかく絞ろう絞ろうということで、手前みそになりますが、ご覧
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のように非常に分かりやすく、すごくコンパクトにまとめました。そのため、質問が

出ると必ず補足しなくてはいけないだろうなということが、前提にあります。それで

今、吉田委員からも説明してくださったんですが。 

実は、ユニバーサルデザインに関しても、人口比率では一番高齢者が多いので、私

たちの活動も高齢者と障害者に視点をおいて、特に私の活動は高齢者の体験を通して

子どもたちに知っていただくということをいちばんやっております。むしろ、子育て

支援なんていうのは本当にわずかしかしておりません。ですから、防災のところでも

安心安全な道、道路。こういった道づくりや誰にでも分かる情報というのは、特に高

齢者は視覚や聴覚が弱くなってくるというところが、これは書かないと分かっていた

だけないかもしれませんが、そういう思いで全部ここには入っております。 

 ですから、あえて、確かに今言われた思いはよく分かりますが、実は２班の方にも

ユニバーサルデザインのことを聞いていただきました。そのときに分かっていただけ

たと思うんですが、我々の活動はどうしても高齢者にすごく、ある種いい意味で、偏

っているということなんですね。そういうことで、これをちょっと文章に書いてない

後ろの思いもわかっていただけたらなと思います。 

 

 ありがとうございます。特におっしゃるようにテーマを絞って議論されたと思いま

すけれども、全体会議ですので、やはり他の班の委員から要望があれば、できる限り

追加して膨らませていけばいいんじゃないかと思いますね。 

 それでは岡野委員、お願いします。 

 

 地域に根ざした生活圏を考慮した拠点づくりの理念がございますけれども、子ども

さんの参加、いろんな活動の中で１班や２班はそういう子育て環境の自立等も含めま

して出ております。それで、子育てといいますといくつぐらいかなということもある

んですけど、基本的には満20歳未満の青少年ですね。そういった青少年でも、年齢

にふさわしいまちづくりに参加する権利を有するので、年齢に応じた参加の形態が必

要であろうと思われます。基本的には大人が、私たちがつくるまちづくりの成果とい

うのですか、その結果は子どもたちに直ちに反映するといいますか、享受するといい

ますか受けるわけですので。そういった意味で、子どもというか20歳未満、特に中

学生、高校生の方々がどういうふうなまちづくりに参加していくか。こういった内容

での地域を目指したまちづくりはいかがでしょうか。 

 

 では、班長からお答えいただけますか。 

 

 地域に根ざしたという部分の議論は少なかったように思いますが、参画と協働とい

うところで、子育て環境の充実の中に「子ども」、「男女共同参画」と書かれています。

これは、子どもの権利、子どもの人権というところで、今、岡野委員が言われました

子どもがまちづくりに参加していく権利というのは当然ありますので、子どもの権利

条約の中にもあることですので、そういう意味も含めて書いていますので、議論がな

かったということではないということでお答えしておきたいのですが。 
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 ほかに何か。これは特に第１班ということで議論を始めましたけども、２班にもオ

ーバーラップしている所もあるわけですから、２班のほうに関連して質問されてもい

いんじゃないかなと思っております。 

 

 今の１班の部分なんですけれども。これは中期事業になっておるんですが、環境の

ほうでユニバーサルデザインと自然エネルギーの推進というのと、それから、次の項

目もやはり環境で、地域内循環型リサイクルとここに書いてあるんですが。このふた

つについて、もう少し教えてもらいたい。 

 自然エネルギーのほうですと、風力が頭打ちでこれからは太陽光かなという話があ

りますし、それから農水省でもバイオマスタウンを300ぐらいの拠点を全国につくり

たいということで予算を取っているという状況があるということです。その中で、ど

ういう方向を目指していくべきかということをお考えなのか、教えてもらいたい。 

 それから地域内循環型リサイクルにつきましては、県のほうでもごみゼロ運動をだ

いぶ前からやっておりますけど、ここら辺との関係はどうなのかという２点をちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 

 それでは柏木委員お願いします。 

 

 この件につきまして、北村委員からお答えするのがふさわしいかと思います。 

 

 それでは北村委員から説明いただけますか。 

 

 提案だけさせていただいて当日参加しなかったものですから、何か話し合いされた

ことがありましたら教えてください。柏木委員のほうから。 

 

 自然エネルギーについては資料も用意して、検討はしましたが、具体的にどこから

というところまでは話し合いにはなっていませんでした。それから地域内循環につい

ては、人間生活をしていく中ではごみが出ないわけにはいかないですが、やはり地域

で出たごみはやはり基本的にはゼロエミッションという、県のほうでも言っています

が、その場所で出たものはそこで処理するという考え方で考えていくほうが良いでは

ないかというような議論がありましたので、書かせていただきました。西川委員から

も、ちょっと簡単にお願いします。 

 

 では、お願いいたします。 

 

 実は白銀の問題ですが、平成23年で満杯になるということで、今、三ケ野地区で

いろいろ対策を練って進めていただいているわけでございますが、なかなか受益者さ

んとの話がまとまらない。それでいろいろと市長とこの前も話をしていたわけです

が、早急に進めていかないとならんということで、今、検討していただいている次第
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でございます。だから、もうちょっと待ってくれということで、今、進めてもらって

いる次第でございます。今のところ、それぐらいの返答等しかできないということで

ございます。 

 

 

 どうぞ、追加で説明いただきます。 

 

 

 質問とは違いますけれど。きのう、皆さん新聞を見られたかどうか分かりませんけ

ど、安濃地域に家庭内の残飯、学校給食の残飯、それからスーパーなどの残飯、コン

ビニの残飯、すべてのものをリサイクルする施設が完成しました。これはたいへん立

派な施設でございまして、やっぱり国がおみえになっている。県からは支援センター

や環境の方がみえ、また県会議員もみえています。申し訳ないですけど、市と市会議

員は全然みえていないです。あれだけの良い施設が、あれは日本でも有数のような気

がします。モクモクさん（農事組合法人伊賀の里モクモク手づくりファーム）がバッ

クアップして、施設で処理した後半年寝かし、その中の土をもういっぺん、農業へ返

すというような新しい農業にもかかわるような施設ですけど、市の方が全然みえてい

ないのはどうしてかなと感じがしましたので、ちょっとそれだけ。 

 

 

 そこら辺の事情はよくわからないですけども、そういう施設ができれば、やはり環

境設備という意味では、非常に津市にとっては有益な場所というか、機能ですよね。

安全安心まちづくりグループのまとめをいただいたことで、ほかに何かわからない点

とかあるでしょうか。 

 

 

 安心安全の拠点等の設置ということで、救急拠点の設置ということで、ここで検討

された結果が発表されましたということでございますが、私もかつては合併までの一

部事務組合の休日救急の関係に、関わらせてもらっていたわけでございますけれど

も。特にこの救急医療ですけれど、最近、また受け入れていただく医療施設が、県立

や国立でもあるわけでございますけれども。行政、圏域別にいろんな動きが出てきた

とか、あるいは特に休日の場合は、その受け入れる病院の都合で、悪い言葉で言えば

たらい回しにされるようなことがある。特に生命にかかわることで時間を争うわけで

ございますけれども、ここ10日ほど前でございますが、美杉で70歳になられた方が

家の裏の木を切ってけがをされた。それで結局、美杉から一番近くには白山に一志病

院があるわけですが、結局３時間半ほどかかって、鈴鹿の病院に受け入れていただい

た。結局、夕方亡くなられたわけでございますけれども。作業をしておって、そして

日曜日だったわけです。お医者さんに見ていただくのが、救急車の中で時間がかかっ

て、結局お医者さんに診てもらったのが３時間以上かかっておったということで、そ

の夕方５時ごろ亡くなられたわけですが、もちろんそういったお怪我が大きかったと
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いうこともあろうと思いますが、地域の人や家族にとりましては、もう少し早く診て

いただいたらというものが、やり切れないような気持ちであるわけです。 

 特に広範囲で、山村、山の中の地理的に不利な所では、本当にそういったことに対

する安心安全どころか、毎日が心配の連続である。いざというときに心配ばかりをし

ておるような地域もあるわけでございます。そういったことを、これは市だけでなく

して、県の問題もあろうと思いますが、そういったことに対する短期・中期・長期に

渡った取組ということも、ひとつ今度の総合計画の中には、大きな位置づけをしてお

いていただきたいなと思うのが一つです。 

 もう一つは、高齢者。内山さんから老人の問題についてお話がございました。確か

に、我々も今、美杉に住ませてもらっておりますが、一つの特別養護老人ホームがあ

るわけです。この誘致に何年かかったか。何年も国のゴールドプラン、そしてまた三

重県は圏域を分けて、圏域別にベッド数を決められておった。それで中勢地域はすで

に140％～150％の充当率であるといって、なかなかベッド数の枠をもらえなかった。

なぜか。まちの方、都市部に施設が集中して、一志郡には久居一志広域の50床の施

設が一つあっただけだという。一番地理的に不便で、一番欲しい所で広範囲な所で、

高齢率の高い所で、また病院に行くにしても並大抵ではないというような所でそうい

った施設がない。たまたま職員が増えて、お医者さんが施設をつくってくれたんです

が、既に100人位の方が待機されておった。もう待っても待ってもなかなか入所させ

ていただけない。そういうことで、今は国の方針は在宅介護である。介護保険制度と

は特にそういったこと。在宅介護が、それは理想かもわかりませんけれども、先ほど

言われましたように、お爺さんがお婆さんの介護、お婆さんがお爺さんの介護をする

といっても、在宅介護といっても、限りがある。悲惨なことにもつながるわけでござ

いますので、そういったことも一つご議論いただいたと思いますので、これも大きく

位置づけてもらったら、ありがたいなと思うわけでございます。 

 もう一つ申し訳ございませんが、今、この審議会がこのようにして、本当に真剣に

取り組んでこられ、このような成果を挙げつつあるわけでございますが、市の総合計

画策定グループとこの審議会、あるいは総合計画をつくるまでの行程との整合性はど

うなっておるのか。ちょっと副市長さんもおみえですので、お聞きしておきたいと思

います。 

 

 その辺の所は、市のほうから説明いただけますか。では、お願いいたします。 

 

 総合計画の策定スケジュールということですけども、実はきょう午前中に部長級の

会議を行いまして、基本的な骨格、これまでの土地利用等の４つの基礎調査の内容で

すとか、審議会での議論の経過とか、そういうのを踏まえて骨格的なものを、今、案

として考えておるんですけども。それをちょっと部長級の会議の中でご議論をいただ

いたという状況です。まだこれから本日の皆さまのご提言等をいただきながら修正を

加えまして、行政が出す第１次試案。まだ、完全な案にはなっていないんですけど第

１試案としてまとめていきたいなと思っております。それまでは、広く皆さんの意見

も伺いながら進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 
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 今、説明いただきましたようにやはりこの班に分かれて議論していることは、初期

の目的に戻りますけれども、やはり素案の中に取り入れていただくということを前提

に議論していただいたんですから、ぜひ、これは審議会にお願いしてと、市のほうに

お願いしたわけですけども。できるだけきょう議論して発表していただいた内容を、

素案の中に取り入れていただくということをよろしくお願いしたいと思います。 

 

 私も専門じゃないんですが、この安全安心の中で、市のほうは防犯対策ということ

をうたわれておりますが、きょうのその部長会の中では、これについてはどういうご

意見が出ましたか。最近ものすごく凶悪な問題が起こっておりますが、それについて

「河芸交番にいつ電話しても出てもらえない」というような話もあり、そういった状

態の中で、今後の対応策として何か、県警のほうでは100人ぐらい増えるということ

も聞きましたが、その辺も一つ安全ということで、ものすごく危ない状態の犯罪が増

えてきておりますので、市としての対応としても考えていただいたらなと。今日の部

長会の中では、犯罪、防犯対策、それは出ましたかね。 

 

 今日の部長級会議の中で検討いただいた中には、安全安心の中で重要な項目として

防犯というのは入っております。それについては、まだ大きな考え方だけですので、

具体的にどういうふうに取り組んでいくというところはまだないんですけども。大き

な市の方針としては、防犯というところは非常に重要な位置づけになっております。 

 また今日の部長級の中から出た意見の中では、安全安心の中で、たとえば消防であ

ったり、交通安全であったりというところも重要ではないかなと。防犯と併せてです

ね。そういうところも重点的に考える必要があるという意見もいただいてきたところ

です。 

 

 そうですか。もう１点ちょっとそれと続いて話させてもらいますと、従来、田舎は

表に鍵をかけたことはなかったんですよね。最近は完ぺきにかけております。それほ

ど物騒になってきておる中で、簡単に防犯防災ということをさらっと流さずに、これ

は安全上で一番大事なことではないかなと。表へ出て、いきなり殴られて、玄関に出

たご婦人が殺されておるような時代でございますので、その辺の対応も十分考えてい

ただいて、この中に組み込んでいただけたらなと思います。以上です。 

 

 ありがとうございます。すごく時間の配分が難しい状況で申し訳ないんですけど

も。第１班の安全安心のまちづくりグループ。いろんな意見が出て、まだ議論をして

いけば尽きないんですけども、先ほどもお話が出ておりましたように「防災」「子育

て環境の充実」「環境」という立場からいろいろと話をまとめていただいたわけです

けれども。その中にやはり高齢者福祉のこともやはりきちっと入れていただくという

ようなことをお願いしておきたいと思いますし、それから、救急医療の整備はもちろ

んのことですけども、それを支える、やはり道路網とか、あるいは情報網、そういっ

たことも併せて配慮するというようなことをお考えいただくということで、まとめて
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おきたいと思います。 

 それからもう一つ、情報。特に防災無線、ラジオ。こういったことを、やはり二重

丸でまとめていただいておりますけれども、非常に重要なことですし、特に美杉とか

白山のほうでは、ケーブルテレビは100％加入されておるそうですけれども、他の地

域については、まだ十分な加入ではないという状況ですけども。やはり、何らかの方

法で緊急時に防災無線あるいは情報が伝達できるような、そういったことは、やはり

安心安全のまちづくりにつながっていくと思います。だから、そういったことも配慮

していただくということで、この第１班のことにつきましてはこれぐらいにして、２

班のほうの話を、今度は議論していきたいと思います。内容によっては相前後して戻

るということも結構です。戻っていただいても結構ですから、とりあえず２班の発表

していただきましたことでさらに追加してほしいとか、あるいはその辺のことはどう

なっているのかということについて、ご質問いただければと思います。 

 

 スポーツの振興の話になるんですが、先ほど来、老人介護の話が随分、出ています。

我々は既に５年ぐらい前から、アクティブシニアスポーツという元気な高齢者づくり

ということをやっているわけです。それで今、日本体育協会の流れとしても高齢者の

健康づくりというものに重点をおいてやっているわけです。病気にさせない。そうい

う健康な老人をどんどんつくっていこうということでやっているんですが、残念なが

らこのアクティブシニアをどこが取り上げるのか。社会福祉協議会にも話は持ってい

っているんですけれども、まだ一向にそのような言葉がどこにも出てこない。大変寂

しいんです。これもスポーツの振興の中で取り上げていったらどうかなと思っていま

す。そういう体制は、既に出来上がっているんですが、福祉の拠点はできているんで

すけれども受け入れ体制が、まだできていない。われわれの究極の目的は「Ｐ・Ｐ・

Ｋ」であるということが言われています。「ピン・ピン・コロリ」ということでであ

ります。 

 

 スポーツ振興策ということで、前半の説明の中では高度なレベルのスポーツをやる

ような大きな環境整備をしてほしいとか、あるいは全市民参加の下でのスポーツ振興

を図ってほしいということに加えて、元気な老人であってほしいとそういった意味で

アクティブシニアといったような運動を広めていきたいということなんですね。ほか

に何か、ご意見はございますか。 

 

 私も母親を４年間ぐらい介護した経験があります。それはまだ介護保険ができる前

でございました。それで、介護保険ができるときに聞きましたら、年寄りの 15％が

その介護にかかったら実際には介護保険はパンクするよと、こういうような話を聞き

ました。そして結局、介護保険が収益事業になって、それでどんどんと介護保険料が

上がってくるわけでございます。それで、基本的には今もお話がありましたように、

介護にかからなくてもいいような高齢者をつくるということは、非常に重要な問題点

であろうと思います。四国のほうでは、高齢者に葉っぱを採らして、そしてそれで商

売させて、そしてしたら、その集落では介護を受ける老人はいなくなったとか。やっ
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ぱり生き甲斐の問題でございまして、そういったような高齢者対策というものを、介

護を受けなくてもいいような、そういう老人福祉の在り方を例示していただければな

と思います。 

 

 そうですね。アクティブシニアスポーツなんかの振興を本来、盛り込んでいただく

というようなことを明記しておきたいと思います。ほかに何か２班の豊かな文化と心

を育むまちづくりということで、それでは大窪委員から。 

 

 ちょっと老人の話ばかり聞いていて思ったんですけども。私はこの中でボランティ

アの話をちょっとだけさせていただいたんですけど、先ほども独居老人がたくさんみ

えるという話があるんですけど、独居老人の安否確認ということがボランティアサイ

ドでは非常に難しいわけです。民間では。それで、ぜひ安否確認ということを行政の

ほうからそういうシステムづくりなり、仕組を何とか作っていただかないと。先ほど

も山林の所ではそういうふうにだんだんお一人で暮らしていて、その方が亡くなられ

ると、そこの地域は誰もいないという地域がこれから生まれてくるわけですので、何

とかそういうシステムづくりを行政サイドでやっていただきたいなと思ったので、ち

ょっと提案させていただきます。 

 

 はい。第１班の「地域に目指した生活圏を考慮した拠点づくり」の防災の災害時等

要援護者台帳。こういったことに絡んでいくんだと思いますけども。特に災害でなく

ても個人的な形でいろんなご病気になる場合もある。 

 

 今の件に関連してちょっとお話ししたいと思います。私は元民生委員代表で、また

地区代表で、ここに出させてもらっています。津市も民生委員連合会をつくっており

まして、昨年から、特に独居の高齢者の調査をやっておるわけです。これは市のほう

からの委託も受けておりまして、今年もやる予定なんですけども、去年の段階で、ほ

とんどいいというぐらいの調査はできていると思います。年々変わってきますから、

今年もやる予定でおりますけれども。それで今の民生委員制度ですが、今年は90周

年ということもありまして、そういう運動にも取り組んでおります。「災害時１人も

見逃さない運動」というテーマで、各地域の民生委員で取り組んでおります。そうい

ったのを含めて、個人情報の問題もありますけど、その辺はクリアして、調査票を作

っている段階です。以上でございます。 

 

 先ほど介護保険を 15％使うとつぶれるというお話をされましたけど、今どれぐら

い介護保険を使っているかといいますと、要支援から要介護５まで認定されておられ

る方は大体１万4,500人程度、その内9,800人が介護サービスを受けておられます。

ということは、30万人の１万人として３％。それで、高齢化率を20とすると６％ぐ

らいですか。だから、それぐらいの方は、介護サービスを受けているということにな

ります。 
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 ありがとうございます。大田委員、お願いします。 

 

 １班の災害時の要援護者台帳に関連して大窪委員さんからも質問がありましたが、

私は一つ、大変喜んでいるんです。喜んでいるというのは、今、自主防災会で旧津市

では6万6,000世帯の全世帯を対象に調査票を配布して回収中です。それが回収でき

たら、今度は会長あるいは民生委員の方も巻き込みながら、各戸訪問します、助けて

くれという家を。これはプライバシーの保護の問題がありますから難しい問題ではあ

りますが、自分の生命のことですからまず全部出してくれるだろうという判断をして

おるわけです。それで、そんなことは行政ではできません。入り込めません。民生委

員だけでもできません。だから、自治会中心にやっているわけです。 

 これを全市、旧10市町村に広げたいと思っているわけです。旧津市は今、もう回

収に入って、一部の地区では既に助けてくれといった各戸に当たっております。です

から、行政はできないので自治会でやる。自治会イコールじゃないですけども、自主

防災会がやるわけです。これが各地区の名前が入って、これは見本ですけどもここに

新町地区と入っていますね。これは下の名前は新町地区と新町地区の社会福祉協議会

の連名でやっているわけです。これが、全市に行くように今、考えております。これ

が一つということと、もう一つは書き方です。その書いてある表現の仕方、この一般

のね。だから、どこら辺までわかってみえて、どういう言葉を使うかちょっとわから

ないです。ですから、私の今の話を聞いた上で書いてもらえば間違いないと思います。

もっと進んでいる所とこれからという所がありますので、ちょっとここら辺を確認し

ながら書いてほしいなというぐらいのことです。以上です。 

 

 ありがとうございます。ほかに何か関係した質問。大窪委員。 

 

 １番の安全安心のところでも、私どものほうでも、ちょっと思ったんですが、外国

人の方がこれだけ在籍しているのにそのケアが、民生委員さんがされているんだと思

うんですけど、ケアとかそういうことがちょっと、どこにも載っていないんです。そ

こはどこがどうなるのというのが私はちょっと疑問に思いましたものですから。全体

にかかわってくると思うんですね。外国人の方も、この間聞きましたら税金もちゃん

と払っているという話ですので、ちゃんと対応していただきたいなという思いがあり

ますので、ちょっとこの間、そういう外国の方とお話ししたものですから、何もない

と聞いていますので。言葉の上ではいろいろ４カ国語ぐらいは表示はあるんですけ

ど、自分から出向いて行ってどうしたらいいのか皆目わからないということですの

で、そこはどうなっているんだろうかと。 

 

 現状を知りたいということですか。それとも、そういうことについて配慮していこ

うということですか。 

 

 配慮してほしいと思っているのです。 
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 国際交流ということについて、２班の学校教育の充実というところで話が出て、

我々も議論させていただいた。単に交流するだけでなく、外国人のケアの面ですね。

その辺が議論は少しなかったですね。交流については、いろいろ議論は出たわけです

けども、外国人がどんどん増えてくれば、いろんな意味で関わる、あるいは外国人自

身が生活なんかでお困りになったり、そういうことのケアですね。それがどういうよ

うな体制で今後、されていくのかといったことも配慮した体制をつくってほしいとい

うことですね。 

 ２班のことの話ですか、外国人のケアのことですか。それでは、簡潔にお願いしま

す。 

 

 私が住むのは古い団地でございます。そうすると、60歳、70歳以上の半分ぐらい

が独居老人。それでどんどんと空いてきた所へ、いわゆるアパートが建って外国の人

たちが住み始めている。その辺の所へ、実際、いわゆる助けてほしい人はたくさんお

りますけども、助ける人がおらないという。そういうような団地が今後、どんどん出

てくるのではなかろうか。そういう意味で、自治会というものがいわゆるどのように

して、そういったものを組織化していけるのか。その辺をもう一度、原点から見つめ

て直していただければなと思うわけでございます。以上でございます。 

 

 これは計画を考えていくということでして、具体的な解決策までここで議論するの

は、また時間がかかることですから。関連したことですか、お願いいたします。 

 

 ひとつだけよろしいですか。スポーツと歴史文化を検討していただいたんですけ

ど、中でももちろん審議はされたと思いますけど、スポーツももちろんですけど、歩

く会というのを何とかお願いしたいなと思うんです。本当に津市は歴史も文化もあり

ますので。先日、ちょうど紀伊長島を歩く会がありました。20キロ、30キロコース

とありまして、久しぶりに行きました。あれなんか、本当に団塊の世代や老人の方も

みえますけど、北海道や沖縄からみえていますね。長島よりも津市のほうがもっと歴

史も文化もあるような気がしますので、ああいう形もこの会のほうでお願いしたいと

思います。 

 

 はい。大田委員のほうから。 

 

 これからの方向性の長期的にとある３ページの所に具体的に書いてございますが、

このことも入れながらやっていきたい。ただ、これまでにもすでに旧津市では昭和

46年に体育振興会というのをつくったんです。今も小学区単位で２１地区あります。

そこにはウォーキングはいいという人はたくさんおるわけです。ですから、変わった

形のものに発展している部分もありますし、津市全体で、たとえば体協が中心となっ

てやるという意味になると、これは生川さんのほうがやってもらわないといけません

けれども。自治会でもっとやれよとなれば、連合自治会でまたそこら辺を啓発をして

いかないといけないと。 
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 でも、２班としましては、ここにあるように、雲出川と安濃川を例にとった形で、

ウォークラリーも検討に入っておりますので、こういった幅広い、また防犯上からも

大変いいことなんですわ。はい、これは今、小学区単位でやっております。タスキと

かあるいはゼッケンを付けながら歩くことによって防犯の抑止に非常にいいという

ことでございますので、そこら辺はそこら辺のを見ていただいて、ご了解をいただき

たい。 

 

 スポーツ振興ということで、どういうようなことを地域でやるかという、そういう

中の一環として考えていただくということですね。それだけ取り上げてもどうかと思

いますから。 

 それでは、お願いします。 

 

 一言だけちょっとご要望を申し上げたいと思います。私の立場は河芸地区の代表と

いう形でもありますので、一言だけ、この第２のテーマにつきましてご要望をさせて

いただきたいと思います。 

 先ほど生川委員から、整備不良施設のスポーツ施設の整備の改修が必要であるとい

う中で、河芸のプールの問題を取り上げていただきました。河芸町は合併する前にこ

の前ちょっと一言触れましたが、そのプールの跡地の整備の方法として、代案として

河芸町民の森総合センター再生整備事業基本計画。これを平成17年10月に策定をい

たしまして、合併の際にこれを津市に、当時の町長が持ち込んでおられると承知して

おります。従いまして、各地域の審議会の方、それぞれの地域の問題を抱えておられ

ると思いますが、こういった個別の案件につきまして、これらの津市の総合計画の主

旨に合うものなら、ぜひ取り入れて、表記、明記していただけたらありがたいという

ことです。これの取り扱いはまた今後、審議会の中で、それぞれご意見があろうかと

思いますが、要望だけさせていただきます。 

 

 分かりました。その件は第３班の中でもいくつか出ていますからね。総合計画、基

本計画、いろんないっぱいつくってあるのに計画倒れで終わっていると、そういう点

はやはりちょっと問題だと思いますから改善していただくように。生川の委員のほ

う、簡潔にちょっとお願いいたします。 

 

 先ほどの問題ですが、スポーツ振興審議会で現在、それを審議をしています。まさ

にいろんな施設、あるいはウォークラリーのこと、すべて審議しております。乞うご

期待ということです。 

 

 ありがとうございました。岡野委員からちょっとご意見がありますね。 

 

 ２班のほうの内容で２ページ、地域自治の自主的運営の育成とその組織の確立とい

うことで具体的に書いてあるんですけども。この内容の中で、一つぜひ討議して、こ

れがちょっと抜けているといいますか、内容的に追加的な要素として織り込みたいん
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ですけども、まちづくりプランの費用ですね。それを自らで、要するに市民の声、要

望について予算に反映させていくという組織体というような内容も加えていきたい

という、活動内容の中にですね。特にそういったことでの各地域での市民の声、要望

についての緊急性だとか、あるいは必要性に応じて優先順位をつけ、要望内容を調査

検討して、総合的には、ここに書いてあります市民振興会議のような所で検討した結

果を予算に反映させていくと。自らのまちづくりプランを自らが費用を出して決めて

いく。そういった意味では、税金がどう使われているかということを、それを広報を

通じて議会的に認められた結果を、またオープンにするということにもつながろうか

と思います。ぜひ、まちづくりプランの意見を自ら決めるということの内容もあると

いうことをお願いします。以上です。 

 

 関連したことですか。では、柏木委員。 

 

柏木委員 関連です。予算に反映してほしいという、それに関連しまして３ページ目

の（２）の①ですが、自治基本条例・まちづくり条例の制定、長期的にと書いていた

だいていますが、それはまちづくり条例が出来た中にはきっと予算も含めて、自治会

のこともＮＰＯのことも書かれていくんだろうと思っています。これは行政のほうに

お聞きしたいのですが、長期的にということですが、具体的に議論があるのか。あれ

ばどんな議論で、いつぐらいを考えているのか教えていただきたいと思います。 

 

 市のほうから、ご返答をいただけますか。 

 

 自治基本条例についてご質問をいただきました。これにつきましては、この３月に

市長が出しました施政方針の中で、今、ご議論いただいております総合計画を策定後、

速やかに自治基本条例の制定に取り組むというふうにしておりまして、作業としまし

ては、すでに議会のほうでは自治基本条例調査研究特別委員会というのを設置をして

おります。また庁内では関係部で自治基本条例の策定検討会議というのも作っており

ます。進め方としては、やはり市民の皆さんの主体的な考えというのも非常に重要に

なってまいりますので、これにつきましては、昨年「元気づくりプラン」ということ

で、いろいろ政策面でのアイデアや市民活動の提案を市民の皆さんからいただいてい

ます。そういった方々、あるいは自治会の代表の方、ＮＰＯの代表の方などにお願い

をしまして、実は来週の９日に協働のまちづくり市民懇談会という形で検討の場を、

市民の皆さんがいろいろご検討いただく場を設けさせていただきました。今後、この

場でいろいろ協働についての現状、課題、今後の在り方、そういうのを議論いただい

た上で具体的には市民委員会という正式な委員会をまた新たに立ち上げまして、専門

的な視点も踏まえて検討をしていただきたいなと思っております。予定としまして

は、20年度末ぐらいには何とか形にできればと思っております。以上です。 

 

 先ほどいくつか関連したことで、地域活動の振興、地域コミュニティの充実という

ところで議論がされたのは、市民がやはり自分たちの手で地域を守り、地域を発展さ
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せていくと、その基になるものが欲しいということですよね。だから今、市のほうか

ら説明していただきましたような市民会議的なものが設置されて、そこがそういう仕

事を担っていくということは地域の振興にとって非常にいいことだと思いますから、

ぜひ実行していただくようにお願いしたいと思いますし、また、総合計画の中で取り

入れる必要があれば、取り入れていただくということでお願いしたいと思います。 

 それでちょっと時間の関係もありまして、一応２班の内容につきましてはここまで

にして……。質問ございますか。 

 

 ありがとうございました。それに関連して、もう一つ重要と思いますので、２班の

「長期的に」の中の②ですね。構造改革の実施ということですが、行財政改革大綱が

できたということですが、それ以前に構造改革することが必須条件というあたりにつ

いて、何かご意見、お考えを教えていただきたいですが。 

 

 それでは、市のほうから説明をお願いしたいと思います。 

 

 構造改革についてということで、今まさに行財政改革、これは行革大綱と前期実施

計画をつくって、これに取り組む体制を整えつつあるんですが、当然庁内的にもそれ

に向けて構造改革をやっていく必要があると思っております。 

 たとえば、一つの例を取りますと、組織についてはやはり合併後１年半を経過して

きまして、いろいろ市総合職の在り方とか、そういう面でも見直しの関係もたぶん出

てくると思いますので、そういったところはこれからヒアリングして来年の４月に向

けた協議を行っていくということになりますし、それから、行財政改革ということも

ありますが、大きくは行政経営のシステム。これを今回の総合計画の中でも位置づけ

ていきたいと思っております。これは財源の在り方、それから人事の在り方、組織の

在り方、こういうところを一通りのシステムとしてリンクして、それぞれの部がそれ

ぞれの考えのもとに充実して取り組める。また、効率的な成果が出せるというような

システムを、この総合計画の中でも取り入れていきたいと思っております。また、今

後お出しする、その計画素案の中でこういったところの説明もさせていただきたいと

思います。 

 

 ありがとうございます。もうおひとかた。それでは木下さん、簡潔にお願いします

ね。時間が迫っております。 

 

 私はちょっと矢沢委員にお聞きしたいことがありまして、２班で。といいますのは、

高齢者に関しては非常に多くの方が真剣に、自分の身でもありますので、非常に意見

がたくさん出ましたけど、大学の学生の人材を有効活用というところで、具体的には、

個人対個人の話で結構ですけれど。趣旨は、津市ではこういったまちづくりアイデア

というのをまた募集していますよね。それで、大学生はすぐ津のなぎさまちでコンサ

ートをしたりとかいろいろされるんですけれど、先ほど市の広報だとか、市の窓口に

そういうのをつくってほしいとおっしゃられたけれど、社会福祉協議会にはボランテ
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ィアセンターという窓口があります。ぜひ、そういうところに積極的に行って、「私

はこういうボランティアができます」ということを登録していただくような、そうい

うことをしていただきたいと思うんです。 

 というのは、私も先ほど生川委員がおっしゃられたように、高齢者に対する予防医

学で健康づくりを一生懸命やっております。病院に行くとこんなに高齢者の人で病人

が多いのかしらと思うかもしれませんけれど、健康づくりをやっている高齢者のとこ

ろにかかわっている人は、元気な高齢者がこんなにいるんだということも、一方では

思うわけですね。こういった人材も実はとても有効活用できる人材ではないかと思う

んですが。大学生の方々に実はそういう所に来ていただいて、私がやっているボラン

ティアでも、実は高齢者体験をしていただくことで学校に出て行くと、もうそろそろ

平均年齢が高齢者になっちゃいまして、高齢者のシニアポーズを付けるのがとても大

変なんです。だから、そういう所に出て行くような形で、受け身ではなくて、そうい

う所に出て行く積極的なアプローチをしていただきたい。 

 それでこのあいだ、ちょっとお聞きしたかったのは、周りの人たちが津に対して、

要するに若者が定着するということがやはり一番活力があると私は思うんですね。そ

この質問があったと思うんです。そこをちょっとお聞きしたいんです。 

 

 それでは矢沢委員のほうから。 

 

 あのあと、私のゼミで県外から来ている学生10人ほどに聞いたんですが、今まで

津市で過ごしてきて、これからも津市で過ごしていきたいと思うかということについ

て質問してみたのですが、残念ながら１人として津市に残りたいと思うという人はい

なくて、みんな津市に残りたいという気持ちはもうなくて、ほかの所に行きたいとい

う考えだったんです。それで理由を聞いたところ、やっぱり住みにくいとか就職先と

かが違うとか、そういう理由だったんですけれど。市としての魅力がないということ

もやはりありまして、そういうことを聞いたあとで考えたのですが、三重に来た大学

生を根付かせるということも大切だと思うんですが、三重県に育った学生が、たぶん

ほかの地方の大学や学校などに出て行ってしまったと思うんですね。そういう人たち

が帰ってくるようにしていくことが大切なのかなと少し思ったので、三重県に大学生

がいる間に大学生が津市にかかわっていくということも重要なんですが、それよりも

前の段階の小学生や中学生のときに、三重にいる学生が戻ってくるようなという参加

の仕方が、大切なのかなというふうに思いました。ちょっと論点ずれてしまったんで

すが。 

 

 ありがとうございます。それでは、次に第３班の活力あるまちづくりグループのワ

ーキング結果で、かなり長時間いろいろお話しいただきましたことを振り返りまし

て、何か。かなり難しい問題もたくさん提起していただいたんですけども、この件に

ついてご意見を出していただきたいと思います。「活力ある」、非常に何事についても

非常に大事なことなんですけども、これからいろんな意味で解釈されるわけですけど

も。 
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 岡野委員から少し関連したことがあれば。 

 

 活力あるまちづくり。私が最近といいますか、ずっと聞いているんですが、今まで

各市町村にあった商売屋さんですね。例えば、印刷屋さん、土建屋さん、建築屋さん。

この人たちが現在、仕事が津市（市役所）から全然来ない、来なくなっちゃった。と

ころが、見積もりはちょっと来いということで小さい金の何か見積もりだけ徴集され

て何も還元されない。これは何でかというと、津以外の人たちも見積もりに参加して

いるわけです。従来は、たとえば、町村であれば町村が自分たちで見積もりを取り、

そこにも還元するというか。そういう非常に互助会的なこともあるのかもしれません

けど。潤っとったわけです。 

 ところが、そういう仕事が全然こなくなっちゃうと、親子代々伝わった所もどこか

に行方不明になったとか、そういう人もおりますし。そういう意味で、なぜこの津市

が、津市以外のところに仕事を回されるようなことをしておるのか。その人たちを呼

んで、見積もりもそっちへ戻さないかん。呼ばなかったらいいじゃないかという意見

もあり得る。そういう意見は、随分出てるんです。これが自治会なんかでどうなんで

しょうというのが一つと。津市は今、どういうふうにそういう入札のシステムとか、

オープンにするいろんなやり方がありますから、大きな企業はそういうことがあるか

もしれません。事業についてはそうです。その小さい作業ですね。小さい事業、文房

具か何かそういうことからしてです。なんでその問屋から買わないとあかん。そうい

うことをいろいろ言われておりますので。とりあえずその一つを聞きたい。 

 それで、もしあれならば、地域の自助型、自立型ということで、自分のまちのもの

は自分でということをいかがでしょうかという提案でございます。 

 

 その入札の状況などを少し、もし……。 

 

 行政さんが答える前に、関連することについて、ちょっとお願いしたいです。 

 

 それでは簡潔にお願いします。 

 

 実は、花火大会をやるのに、市が企業の所を回ったそうでございます。寄付金のお

願いに回ったら、そのときに市の担当者に言うんですが、「おまえとこな、今までは

おれらの所へ注文をくれたやないか」。ところが、「１万円でも入札や、出て来いと。

手間だけかかるんや。そして、落ちやへんのや、そしたら、もうそんなものは要らん

わ」と。だから、今まではそういうことがあったから寄付もしたんやと。そやからそ

んなもの要らんわというようなことです。 

 それから、もう一つはたとえば、私どもの地元、今、白塚で４月から水道工事をや

っている。これは国のお金が入ってくる。ところが、そのバタバタ、バタバタと入札

の結果、いわゆる地元の土建屋さんがつぶれていくわけ。つぶれていって、どんどん

新しい、よそから業者が入ってくる。こういうようなことが入札制度ということの一

面的な見方でやられていたら、ますますこの地域は疲弊すると思います。 
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 はい、わかりました。その辺について、市のほうもいろんな方針もあると思います

が、もしわかっている範囲内で説明していただければと思います。ちょっと難しい質

問です。差し障りのないところで。 

 

 非常に難しい質問で。ちょっと契約の担当者じゃないので正確な答えができるかど

うかわかりませんけども。契約につきましては本庁で発注するものと、総合支所で発

注するものとがありまして、一応、合併前にそういうのに携わっていましたので、た

しかに130万円以内であれば、見積もり合わせをして随契で発注するというようなこ

とが総合支所できるとたしか思っています。ただ、一般的にはやはり契約というもの

は競争性の原理というのがあって、これまでの旧津市でも、ともかく競争してなるべ

く財政的な負担を少なくするというような方針のもとに、今までの一般公募でありま

すとか、広く指名業者を入れて入札をするというようなことをやってきたように思っ

ています。 

 そういうことで、たとえば建設業ですと、以前から比べますと、ものすごい落札率

が今、低くなっていますね。下水道などでも70数％で落ちる工事がどんどん出てき

ておるというような状況ですので、このまま競争原理だけで進めていくのがいいのか

どうかというのは一つこれからの課題にはなってくるとは思いますけども。それはま

た市民の皆さんのご意見を聞きながら、今後の検討かなというふうに思います。ちょ

っと契約の直接の担当ではございませんので、そういうようなことですみません。 

 

 今、説明していただきましたように、これは事情が分かれば分かるほど難しいです

ね。だから、これぐらいで一応、その件は納めておきたいと思います。また、これは

総合計画ですから、今後いろんな意味で要望があれば、やはり津市に登録しているの

か、あるいは市内在住の企業に入札を優先するとか、いろんなことが考えられると思

いますけども。とりあえず、今の現状は市のほうから説明していただいたのが現状で

す。 

 そのほかに第３班のことで、ご意見、ご質問がございましたら。それでは、水井委

員のほうからお願いいたします。 

 

 私も活力あるまちづくりグループに加えていただきまして、ちょっと都合で１日は

欠席させていただいたんですけども、皆さんから非常に活気のある意見が出たと思い

ます。確かに、産業を活性化して地域を豊かにするというのが活力あるまちづくりか

と思うんですけれども、私がやっぱりこれから津市として取り組んでいただきたいの

は、市民が元気が出るまちづくりという視点で捉えていくべきではないかなと思いま

す。そういう意味では、先ほどからいろいろ老人とか将来に向けての課題、いろいろ

意見がございましたけれども、私は今、津市に住んでいますが、出身は田舎、美杉の

出身なんですけども。この両方の地域を行ったり来たりしておる中で、ものの捉え方

が非常に違うのは、例えば、津市におると非常に快適な老人ホームとか介護施設がで

きています。だから、近くの人と話をしていても、今度どうやってあそこへ入れよう
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かとか、どうしたらあそこに入れるかとかいう、そういう話に終始するんですけども、

田舎ではやっぱり80歳、90歳近い人も、いわゆる昔からの風習で「出合い」という

制度があって、１週間に１度は必ずみんなが出て地域の道を掃除したり、墓を掃除し

たりというような機会があるわけですけども。そういったものがお互いの健康といい

ますか、「あの人は元気だ」とか、そういうものもたえず確認できる機会にもなりま

すし、腰の曲がった人もみんな車に引かれてか引いてか、そういう形で参加をされて

おります。仕事をいかにするかというんじゃなしに、やっぱりそういう地域がみんな

がお互いにそういう機会を持って、元気を出して支え合っていくという仕組み。それ

は先ほども会長さんから出ましたけど、やっぱり地域のそういうコミュニティという

のをいい面はどんどん都市のほうにも生かしていってほしい。都市の方もおそらくか

つてはそういう田舎のほうから出てみえた方もあると思うんですけども、ぜひ生かし

ていただきたいなと思います。 

 そういう中で、今、老人のスポーツ施設とかいろいろなものがありましたけども、

私は、どちらかというと、第一次産業の視点からとらえさせていただきますと、やっ

ぱり市の 80％ぐらいは農地であり山であるわけですけども。こういった資源をやは

り有効に活用してそういう高齢対策につなげられないかなというのも一つ検討すべ

きではないかと思います。一つのモデルとして、ほかの地域でもやっているかと思い

ますけども、遊休農地を農園にして、都市部からバスで送迎して老人にそういう所に

野菜づくりなどにも参加させるといった仕組みも非常に効果があるように思います。

私はかつて南のほうの紀和町という所に仕事の関係で行って、いろいろ仕事もさせて

もらっていたんですが。そこは棚田百選にも選ばれていますが、あの地域の当時の町

長さんといろいろ話をさせていただく中で、非常に年寄りが多くて病気がちの人もい

たけれども、あれをみんながやろうということによって、もう病気をしていられんと

いうので健康保険のほうも非常に負担が楽になったという話題も聞かせてもらいま

した。現に、本当にお年寄りが一丸となって、すでに森のようになった棚田をもとの

田に戻されて、今は非常に全国的にも活気のある地域になっておるわけですけれど

も、やっぱりそういういい面をどんどんやっぱり田舎のほうにもあろうかと思います

ので、ぜひその山間部のほうにも目を向けてやっていただきたいなと。そういう活力

を期待できる総合計画にしてほしいというのが私の期待でございます。 

 

 第一次産業にあたる部門は非常に厳しい状況にあるわけですけども、そういった面

も総合計画の中で地域振興ということで、何とか明るい見通しが立てられるような計

画を入れていただきたいと思います。もう一つは、企業の活力とは産業の振興という

ことで、３班のほうで何かご意見が出ているようでしたら、ご紹介いただけると思い

ますけど。濱野さん、どうですか。 

 

 企業もそうですけど、私は津市の方に言いたいのは、もっと自信を持ってもええと

思います、津市は、いろんな面でアクセスを含めて、いい面がたくさんある。こんな

にいい所なのにＰＲの仕方が下手なような気がします。例えば、高速道路にしても津、

芸濃、久居インターがあって、ほんの200メートル隣に関と一志嬉野インターがあっ
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て、合わせて５つもインターがありますし、津駅にはダイレクトで大阪から名古屋か

らのアーバンライナーが入るんですし、港からは海外まで行けます。先ほど言いまし

た循環型エコサイクルの民間、モクモクも含めて立ち上げましたけど、あれなんてい

うのは全国にＰＲできるのに、ＰＲの仕方が下手なような気がします。そうしたら、

企業もついてくるような気がするので、もう少しＰＲを役所のほうがうまくやってほ

しいという気がします。 

 

 具体的にどういうことをやったらいいかということについては、どうですか。 

 

 これだけいいものを生かしてないような気がします。だから、今回でも工業団地を

必死に売ろうとするのかもわかりませんけど、あの良さが何か日経ビジネスにポコッ

と出ておるだけですけど、あんなんやなしに本当に申し訳ないけど、市の職員からＰ

Ｒに行くなり、市の職員自身に知られてないような気がしますな。ですので、ＰＲの

仕方が元気がない。せっかくのいいものを持て余しているような気がしますな。 

 

 ありがとうございます。そういったこともやはり配慮したＰＲ、あるいはその活力

につながるような運動、そういったものも総合計画の中でどういう形で入るかまだ素

案の中で、素案が出た段階で、また具体的に入れていかなあかんと思いますけれども。

計画の中で配慮していただくということを、市のほうのお願いしておきたいと思いま

すね。 

 

 この中に観光イベントのことが少し書いてあって、今、先ほどＰＲの件で一つ思い

ついたんですけど。３月のおひなさま祭り大イベントがありました。近畿日本ツーリ

ストと組んで榊原温泉と大門とで巡るツアーパックをつくりましてね、たくさんの方

に来ていただいたと思うのですけれども。ああいう具体的に、それぞれ地域で、ここ

にも書いてあるんですが、各文化がありますよね。それとそこの地域にあるホテルや

ら旅館と提携して、そういう具体的な観光のイベントに、もう少し力を入れたらどう

なのかなということを思います。ちょっとこの間、志摩に行ったんですけど、「志摩

に行ったら伊勢エビやね」という話をしたんですよ。そうしたらその志摩の職員の方

が、「津で美杉、なんで魚九でカニを食べるのや」と言われたんですよ。確かにそう

やなって。「でも、魚九で杉を食べさせるわけにもいかんで」とか言って笑っていた

んですけど。何かそんなふうにパッと、せっかく温泉もあるし、旅館もいろいろある

んで、そういうのもうまくつなげて、行政の観光振興課からツヨインジャーが一生懸

命がんばってもらっているんですけど、そういうような具体的な結びつきをしなが

ら、観光と文化と、平素の施設をもっとつないだ、つながりのあるＰＲの仕方をもう

少し行政のほうも考えていただけたらなと思って、ちょっと提案させていただきま

す。 

 

 いろいろと意見を出していただきまして、時間が制約させておりますから十分なこ

ともなかなか言えない方もおられると思いますけれども。このプログラムによります
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とこの議論が終われば、まとめをするように言われておるんですけれども、しかし、

この１班、２班、３班の内容をまとめるということは、短時間になかなかできません

から、とりあえずこの１班、２班、３班で整理していただきまして、きょう発表して

いただきました。そういったことを今後、素案の中に取り入れていただくということ

を市のほうへ働きかけていきたいと思っております。今後、ちょっと後でまたスケジ

ュールを市のほうから説明していただきますけれども、素案の出た段階で、そのとき

に具体的にどういうような項目が今後必要であるとか、「これはちょっともういいん

違うか」ということも出てくるかもわかりません。そういうことを具体的な素案を見

て議論をしていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

 きょう出していただきました、この三つの班でいろんな議論をされた、まとめたこ

とは市の担当者にお渡しして、きょうまたここで出していただきました意見も市の方

が聞いていただいておりますから、そういったことも作成の段階で、素案の作成の中

でお考えいただくということで、この議論はここで閉じたいと思います。よろしいで

しょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

 それでは、市のほうから今後のスケジュールについて、当面のスケジュールですね。

少し説明していただきたいと思います。きちっとした日付は無理だと思いますけれど

も、大体の予定でどういう具合で今後、どう動いていくのかということについてご紹

介いただけるかと思います。 

 

 市長公室次長の渡瀨でございます。本日は貴重なご意見等を賜りまして、本当にあ

りがとうございます。先ほど会議の中でも出ておりました野呂参事のほうからも発言

がございましたが、７月末を目途に基本構想。こういうような形の中で進めておりま

して、きょういただきましたご意見、それからこれまでいただきましたご意見と、こ

ういったことを踏まえまして、この７月末を目途に進めるといったことで。またその

あと今度、基本計画等の作成に入るわけでございますが、こういった中で参考にさせ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でござい

ます。 

 

 どうもありがとうございました。それでは、今日の会議を閉会したいわけですけど

も、副参事のほうから何かお話がいただけるんですか。 お願いいたします。 

 

 次回の審議会のスケジュールでございますけれども、今も次長のほうがご紹介させ

ていただきましたけども、現在、基本構想案の作成に着手しているところでございま

して、今後検討を重ね、大体のお話をさせていただきましたけども、７月末を目途に

庁内試案等をまとめていきたいという考え方でございます。その関係で次回の審議会

を、現時点では８月の中旬ごろを予定しております。詳細につきましては、もう少し

めどがたってからお知らせさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた
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したいと思います。以上でございます。 

 

 ありがとうございました。これまで長時間、議論していただきましたけども、これ

で終わりたいと思います。今日、意見をまだ発表していないのに、ちょっとこれで終

わるのかと不満の方もおられると思いますけども、もしまた今日議論されたことで、

どうしてもこれだけは言っておきたいということがありましたら、前にも連絡させて

いただきました連絡用紙に記入をしていただいて、私のほうに送っていただければ、

また市のほうに働きかけて取り入れていきたいと思っております。そういうことで、

今後の進ちょく状況を見ていきながら、我々の思いというか、そういったものを素案

の中に取り入れて、基本計画の中に位置づけていくように、みんなで今後、やってい

きたいと思います。きょうも長時間、ご苦労さまでございました。これで閉会したい

と思います。 

 

－ 終了 午後５時１０分 － 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 


